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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計算機に接続された第一ストレージシステム、第二ストレージシステム、第三ストレー
ジシステム、第四ストレージシステム、及び管理システムを有するデータ格納システムで
あって、
　前記第一ストレージシステムは第一の正ストレージシステムとして、複数の第一ストレ
ージポートと前記計算機から受信した書き込みデータを格納する複数の第一論理ボリュー
ムとを有し、
　前記第二ストレージシステムは第一の副ストレージシステムとして、前記複数の第一ス
トレージポートと接続した複数の第二ストレージポートと、リモートコピーによる前記複
数の第一論理ボリュームのデータの複製を格納する複数の第二論理ボリュームとを有し、
　前記第三ストレージシステムは第二の正ストレージシステムとして、複数の第三ストレ
ージポートと前記計算機から受信した書き込みデータを格納する複数の第三論理ボリュー
ムとを有し、
　前記第四ストレージシステムは第二の副ストレージシステムとして、前記複数の第三ス
トレージポートと接続した複数の第四ストレージポートと、リモートコピーによる前記複
数の第三論理ボリュームのデータの複製を格納する複数の第四論理ボリュームとを有し、
　前記管理システムは、前記複数の第一論理ボリュームと前記複数の第二論理ボリューム
から構成される複数の第一コピーペア及び前記複数の第三論理ボリュームと前記複数の第
四論理ボリュームから構成される複数の第二コピーペアと、前記計算機の書き込みデータ
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の順序関係に関する複数のコピーグループと、の対応を格納するコピー情報を格納し、前
記第一コピーペアと前記第二コピーペアとを、前記第一及び第二の正ストレージシステム
と前記第一及び第二の副ストレージシステムとの間にまたがりリモートコピーを束ねて行
うために束ねたコピーグループとして管理し、
　前記管理システムは、前記複数の第一ストレージポート、前記複数の第二ストレージポ
ート、前記複数の第三ストレージポート、及び前記複数の第四ストレージポートを含む複
数の物理パスと、複数の論理パスと、前記束ねたコピーグループに関連付けられた、前記
リモートコピーによる前記複数のコピーグループと、の対応関係を示すパスリモートコピ
ー関連情報を格納し、
　前記管理システムは、前記複数の物理パスに含まれる所定の物理パスを指定した障害情
報を受信し、前記パスリモートコピー関連情報を参照することで、前記複数の論理パスの
一部であって前記所定の物理パスに対応する所定の論理パスと、前記複数のコピーグルー
プの一つであって、前記所定の論理パスに対応する所定のコピーグループが関連付けられ
た前記束ねたコピーグループと、を特定し、前記所定の物理パスの障害により影響するコ
ピーペアとして、前記所定のコピーグループを構成しないコピーペアを含む、前記束ねた
コピーグループを構成するコピーペアの識別情報を、前記所定の物理パスおよび前記所定
の論理パスと関連付けて表示する、
　ことを特徴とするデータ格納システム。
【請求項２】
　請求項１記載のデータ格納システムであって、
　前記複数の第一ストレージポートの一部または全て、前記複数の第二ストレージポート
の一部または全て、前記複数の第三ストレージポートの一部または全て、及び、前記複数
の第四ストレージポートの一部または全てと接続する通信装置を有し、
　前記障害情報は前記第一ストレージシステム、前記第二ストレージシステム、前記第三
ストレージシステム、前記第四ストレージシステム、又は前記通信装置によって送信され
る、
　ことを特徴とするデータ格納システム。
【請求項３】
　請求項２記載のデータ格納システムであって、前記障害情報の受信を契機として前記束
ねたコピーグループのリモートコピーに関する性能情報を表示することを特徴とするデー
タ格納システム。
【請求項４】
　請求項３記載のデータ格納システムであって、
　前記コピー情報は前記複数のコピーグループの各々のコピー種別を格納し、
　前記コピー情報に基づいて前記束ねたコピーグループのコピー種別を特定し、前記コピ
ー種別を元に前記性能情報として表示する情報を変更することを特徴とするデータ格納シ
ステム。
【請求項５】
　請求項２ないし請求項４のいずれか１つに記載のデータ格納システムであって、
　前記管理システムは前記第一ストレージシステム、前記第二ストレージシステム、前記
第三ストレージシステム、及び、前記第四ストレージシステムから前記複数のコピーグル
ープのコピー状態に関する情報を受信し、当該情報を元に前記複数のコピーグループの各
々のコピー状態を前記コピー情報に格納し、
　前記管理システムは前記束ねたコピーグループのコピー状態の変化に関する表示とは非
同期に前記束ねたコピーグループの識別情報を表示する、
　ことを特徴としたデータ格納システム。
【請求項６】
　請求項５記載のデータ格納システムであって、
　前記束ねたコピーグループのコピー状態が正常にコピーが行われている状態において、
前記管理システムは、前記複数の物理パスの一つを指定したユーザ要求に応じて、前記所
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定の論理パスに対して前記複数の物理パスの一つを対応させる要求を前記第一のストレー
ジシステム、前記第二のストレージシステム、前記第三のストレージシステム、又は前記
第四のストレージシステムに送信する、
　ことを特徴としたデータ格納システム。
【請求項７】
　計算機に接続された第一ストレージシステム、第二ストレージシステム、第三ストレー
ジシステム、及び、第四ストレージシステムに接続された、管理システムのリモートコピ
ー管理方法であって、
　前記第一ストレージシステムは第一の正ストレージシステムとして、複数の第一ストレ
ージポートと前記計算機から受信した書き込みデータを格納する複数の第一論理ボリュー
ムとを有し、
　前記第二ストレージシステムは第一の副ストレージシステムとして、前記複数の第一ス
トレージポートと接続した複数の第二ストレージポートと、リモートコピーによる前記複
数の第一論理ボリュームのデータの複製を格納する複数の第二論理ボリュームとを有し、
　前記第三ストレージシステムは第二の正ストレージシステムとして、複数の第三ストレ
ージポートと前記計算機から受信した書き込みデータを格納する複数の第三論理ボリュー
ムとを有し、
　前記第四ストレージシステムは第二の副ストレージシステムとして、前記複数の第三ス
トレージポートと接続した複数の第四ストレージポートと、リモートコピーによる前記複
数の第三論理ボリュームのデータの複製を格納する複数の第四論理ボリュームとを有し、
　前記管理システムは、前記複数の第一論理ボリュームと前記複数の第二論理ボリューム
から構成される複数の第一コピーペア及び前記複数の第三論理ボリュームと前記複数の第
四論理ボリュームから構成される複数の第二コピーペアと、前記計算機の書き込みデータ
の順序関係に関する複数のコピーグループと、の対応を格納するコピー情報を格納し、前
記第一コピーペアと前記第二コピーペアとを、前記第一及び第二の正ストレージシステム
と前記第一及び第二の副ストレージシステムとの間にまたがりリモートコピーを束ねて行
うために束ねたコピーグループとして管理し、
　前記管理システムは、前記複数の第一ストレージポート、前記複数の第二ストレージポ
ート、前記複数の第三ストレージポート、及び前記複数の第四ストレージポートを含む複
数の物理パスと、複数の論理パスと、前記束ねたコピーグループに関連付けられた、前記
リモートコピーによる前記複数のコピーグループと、の対応関係を示すパスリモートコピ
ー関連情報を格納し、
　前記管理システムは、前記複数の物理パスに含まれる所定の物理パスを指定した障害情
報を受信し、前記パスリモートコピー関連情報を参照することで、前記複数の論理パスの
一部であって前記所定の物理パスに対応する所定の論理パスと、前記複数のコピーグルー
プの一つであって、前記所定の論理パスに対応する所定のコピーグループが関連付けられ
た前記束ねたコピーグループと、を特定し、前記所定の物理パスの障害により影響するコ
ピーペアとして、前記所定のコピーグループを構成しないコピーペアを含む、前記束ねた
コピーグループを構成するコピーペアの識別情報を、前記所定の物理パスおよび前記所定
の論理パスと関連付けて表示する、
　ことを特徴とするリモートコピー管理方法。
【請求項８】
　請求項７記載のリモートコピー管理方法であって、
　前記障害情報は、前記第一ストレージシステム、前記第二ストレージシステム、前記第
三ストレージシステム、前記第四ストレージシステム、又は、前記所定の物理パスを構成
する通信装置から送信される、
ことを特徴としたリモートコピー管理方法。
【請求項９】
　請求項８記載のリモートコピー管理方法であって、
　前記障害情報の受信を契機として前記束ねたコピーグループのリモートコピーに関する
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性能情報を表示することを特徴とするリモートコピー管理方法。
【請求項１０】
　請求項９記載のリモートコピー管理方法であって、
　前記複数のコピーグループの各々のコピー種別を前記コピー情報に格納するステップと
、
　前記コピー種別を元に前記性能情報として表示する情報を変更するために、前記コピー
情報に基づいて前記束ねたコピーグループのコピー種別が同期リモートコピーであるか非
同期リモートコピーであるかを特定するステップと、
　を有することを特徴とするリモートコピー管理方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載のリモートコピー管理方法であって、
　前記第一ストレージシステム、前記第二ストレージシステム、前記第三ストレージシス
テム、及び、前記第四ストレージシステムから前記複数のコピーグループのコピー状態に
関する情報を受信し、当該情報を元に前記複数のコピーグループの各々のコピー状態を前
記コピー情報に格納するステップと、
　前記束ねたコピーグループのコピー状態の変化に関する表示とは非同期に前記束ねたコ
ピーグループの識別情報を表示するステップと、
　を有することを特徴とするリモートコピー管理方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載のリモートコピー管理方法であって、
　前記束ねたコピーグループのコピー状態が正常にコピーが行われている状態において、
前記複数の物理パスの一つを指定したユーザ要求に応じて、前記所定の論理パスに対して
前記複数の物理パスの一つを対応させる要求を前記第一のストレージシステム、前記第二
のストレージシステム、前記第三のストレージシステム、又は前記第四のストレージシス
テムに送信するステップ、
　を有することを特徴とするリモートコピー管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地理的に離れた複数の拠点間で実施するストレージシステム、およびコピー
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報技術（ＩＴ）の普及により、ホスト計算機やストレージシステムからなるＩＴシス
テムの継続性やストレージシステムで保持するデータ自体が非常に重要になってきている
。そのため、テロや自然災害などによる不測の事態からデータを守る要望が高まっている
。このような要望を支援する技術の１つに、ストレージシステムによるリモートコピー技
術がある。リモートコピー技術は、コピー元のストレージシステムが有するコピー元ボリ
ュームに格納する更新データをコピー先のストレージシステムが有するコピー先ボリュー
ムに複製することで、コピー元ボリュームのデータが消失するようなイベント（例えば、
火事や地震や洪水等の自然災害や、停電などがある）が発生した場合でもコピー先ボリュ
ームにデータを保全する技術である。
【０００３】
　特許文献１に開示されるように、ホスト計算機がストレージシステムに発行した更新デ
ータを、当該ストレージシステムがコピーし、一方のデータを保管し、もう一方のコピー
データを遠隔地のストレージシステムに転送して保管する。この手続により、災害などに
よってストレージシステムに障害が生じてしまった後も、遠隔地のストレージシステムに
保管されたデータを用いることで、システムの回復を可能にする。
また特許文献１で開示されるリモートコピー技術は同期リモートコピーとよばれる技術で
、ホスト計算機がストレージシステムに発行したデータは遠隔地のストレージシステムに
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保存が完了するまで、ホスト計算機は当該データの完了報告を受信しない。この手続によ
り、ホスト計算機が完了報告を受信したデータは遠隔地のストレージシステムに保存され
ていることが保証される。
一方、特許文献２では非同期リモートコピー技術が開示される。特許文献２によれば、ホ
スト計算機がストレージシステムに発行した更新データの完了報告は当該ストレージシス
テムがデータ受信後、即座にホスト計算機に受信される。当該ストレージシステムで受信
したデータは上記完了報告の処理とは非同期にコピーされ、遠隔地のストレージシステム
に転送、保存される。この手続により、ホスト計算機はストレージシステム間のデータ転
送距離に依存せず、データ入出力処理を実施できる。
【０００４】
　ストレージシステムによるリモートコピーの実現はホスト計算機へのコピー負荷を軽減
することができる一方で、管理計算機またはホスト計算機からのリモートコピーの監視や
操作が必要となる。そのため、ストレージシステムはコピー元ボリュームとコピー先ボリ
ュームのペア（以後、コピーペアと呼ぶことがある）に対してコピーの状態（例えば、正
常にコピーが動作しているのか、初期コピー中であるのか、コピーが何らかの理由によっ
て停止した状態なのか）の情報を保持し、管理計算機またはホスト計算機に対してコピー
の状態を送信している。管理計算機またはホスト計算機はこのコピー状態を参照すること
で当該ペアに対する障害発生の有無を監視している。
【０００５】
　また、リモートコピー技術ではストレージシステム間でデータを送受するためのパス技
術が利用される。パス技術には、たとえば特許文献３がある。特許文献３では、地理的に
離れたストレージシステム間に接続される通信線（物理パスとよぶ）に論理的な通信路（
論理パスとよぶ）を構築し、論理パス上にリモートコピー用のデータを送受する。この手
続により、上記ストレージシステム間で複数のリモートコピーが実施されたとしても、１
本の物理パスに複数の論理パスを構築することで、物理パスを共有して複数のリモートコ
ピー処理が実施できる。
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７，２２５，１９０号明細書
【特許文献２】米国特許第７，１９１，３０３号明細書
【特許文献３】特開２００１－１０９６９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、複数のリモートコピーを実施中のストレージシステムにおいて、物理パスに障
害が発生した場合を考える。
【０００８】
　特許文献１によると、ホスト計算機が更新データをストレージシステムに発行しない限
りストレージシステム間でデータ転送が行われない。そのため、ストレージシステムは、
ホスト計算機が更新データを発行しない限り、上記通信路障害による物理パス障害を検出
できない。
【０００９】
　特許文献２によると、非同期リモートコピーでは物理パスが障害であったとしても、デ
ータ転送元のストレージシステムでデータ転送を一時的に保留するため、即時にはリモー
トコピーの障害として物理パス障害を管理者は検知できない。
【００１０】
　特許文献３によると、物理パス上には複数かつ任意の論理パスの構築ができ、論理パス
上には任意のリモートコピー用のデータ送受が可能たなため、物理パスの障害で、どのリ
モートコピーに影響が生じるか特定できない。
【００１１】
　以上の通り、従来技術ではリモートコピーの視点からの物理パスの監視が困難となって
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いる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は管理システム、管理システムと複数のストレージシステムを含むデータ格納シ
ステム、及びデータ格納システムと接続した計算機とを含む計算機システムにおけるスト
レージ管理方法、装置、システム、プログラム、記憶メディアを提供する。
【００１３】
　より具体的には、複数のストレージシステムを管理する管理システムは、複数のストレ
ージシステムが有する複数の論理ボリュームのデータを複製するリモートコピーの設定で
あるコピーペアとコピーグループとの対応に関する第一の対応情報と、複数のストレージ
システム間の複数の物理パスと複数の論理パスと複数のコピーグループとの対応に関する
第二の対応情報とを有し、所定の物理パスを指定した障害情報を受信した場合に第一の対
応情報と第二の対応情報を参照することで、所定の物理パスの障害が影響するコピーグル
ープを特定し、表示する。
【００１４】
　本発明の一実施例によると、前記管理システムは、前記複数の第一論理ボリュームと前
記複数の第二論理ボリュームから構成される複数のコピーペアと、前記計算機の書き込み
データの順序関係に関する複数のコピーグループと、の対応を格納するコピー情報を格納
し、前記複数の第一ストレージポートと前記複数の第二ストレージポートを含む複数の物
理パスと、複数の論理パスと、前記リモートコピーによる前記複数のコピーグループと、
の対応関係を示すパスリモートコピー関連情報を格納し、前記複数の物理パスに含まれる
所定の物理パスを指定した障害情報を受信し、前記パスリモートコピー関連情報を参照す
ることで、前記複数の論理パスの一部であって前記所定の物理パスに対応する所定の論理
パスと、前記複数のコピーグループの一つであって、前記所定の論理パスに対応する所定
のコピーグループと、を特定し、前記所定の物理パスの障害により影響するコピーグルー
プとして前記所定のコピーグループの識別情報を表示する。
【００１５】
　また、前記データ格納システムは、前記複数の第一ストレージポートの一部または全て
及び前記複数の第二ストレージポートの一部または全てと接続する通信装置を有し、前記
障害情報は前記第一ストレージシステム、前記第二ストレージシステム、又は前記通信装
置によって送信してもよく、前記障害情報の受信を契機として前記所定のコピーグループ
のリモートコピーに関する性能情報を表示してもよい。
【００１６】
　また、前記コピー情報は前記複数のコピーグループの各々のコピー種別を格納し、前記
コピー情報に基づいて前記所定のコピーグループのコピー種別を特定し、前記コピー種別
を元に前記性能情報として表示する情報を変更してもよく、前記第一ストレージシステム
及び前記第二ストレージシステムから前記複数のコピーグループのコピー状態に関する情
報を受信し、当該情報を元に前記複数のコピーグループの各々のコピー状態を前記コピー
情報に格納し、前記所定のコピーグループのコピー状態の変化に関する表示とは非同期に
前記所定のコピーグループの識別情報を表示してもよく、前記所定のコピーグループのコ
ピー状態が正常にコピーが行われている状態において、前記管理システムは、前記複数の
物理パスの一つを指定したユーザ要求に応じて、前記所定の論理パスに対して前記複数の
物理パスの一つを対応させる要求を前記第一のストレージシステム又は前記第二のストレ
ージシステムに送信してもよい。
【００１７】
　また、本発明の別な実施例によると、管理システムは、前記第一ストレージシステムが
有する第一論理ボリューム前記第二ストレージシステムが有する第三論理ボリュームとか
ら構成される第一コピーペアと、前記第一ストレージシステムが有する第二論理ボリュー
ム前記第二ストレージシステムが有する第四論理ボリュームとから構成される第二コピー
ペアと、の情報をコピー情報へ格納するステップと、前記第一コピーペアと前記第二コピ
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ーペアを含む第一コピーグループの情報を前記コピー情報へ格納するステップと、前記第
一ストレージシステムが有する第一ストレージポートと前記第二ストレージシステムが有
する第三ストレージポートとから構成される第一物理パスと、前記第一ストレージシステ
ムが有する第二ストレージポートと前記第二ストレージシステムが有する第四ストレージ
ポートとから構成される第二物理パスと、の情報をパス情報へ格納するステップと、前記
第一コピーペアのリモートコピーの転送データ及び前記第二コピーペアのリモートコピー
の転送データの転送に用いる所定の物理パスを、第一物理パス又は／及び第二物理パスか
ら特定する第一論理パスの情報を前記パス情報へ格納するステップと、前記第一物理パス
に関する障害情報を受信するステップと、前記コピー情報と前記パス情報を参照すること
で、前記第一物理パスに対応する前記第一論理パスと前記第一コピーグループとを特定す
るステップと、前記第一物理パスの障害により影響するコピーグループとして前記第一コ
ピーグループの識別情報を表示するステップとを有する。
【００１８】
　なお、管理システムは、前記第一コピーグループのコピー種別を前記コピー情報に格納
するステップと、前記コピー種別を元に前記性能情報として表示する情報を変更するため
に、前記コピー情報に基づいて前記第一コピーグループが同期リモートコピーか非同期リ
モートコピーであるかを特定するステップとを有してもよく、前記第一ストレージシステ
ム及び前記第二ストレージシステムから前記第一コピーグループのコピー状態に関する情
報を受信し、当該情報を元に前記複数のコピーグループの各々のコピー状態を前記コピー
情報に格納するステップと、前記第一コピーグループのコピー状態の変化に関する表示と
は非同期に前記所定のコピーグループの識別情報を表示するステップとを有してもよい。
【００１９】
　また、管理システムは、前記第一コピーグループのコピー状態が正常にコピーが行われ
ている状態において、前記第一ストレージシステムが有する第五ストレージポートと前記
第二ストレージシステムが有する第六ストレージポートとから構成される第三物理パスを
指定したユーザ要求に応じて、前記第一論理パスに対して前記第三物理パスを対応させる
要求を前記第一のストレージシステム又は前記第二のストレージシステムに送信するステ
ップを有しても良い。
【００２０】
　また、管理システムは、前記第一ストレージシステムが有する第五論理ボリューム前記
第二ストレージシステムが有する第六論理ボリュームとから構成される第三コピーペアの
情報を前記コピー情報へ格納するステップと、前記第三コピーペアを含む第二コピーグル
ープの情報を前記コピー情報へ格納するステップと、前記第一ストレージシステムが有す
る第五ストレージポートと前記第二ストレージシステムが有する第六ストレージポートと
から構成される第三物理パスの情報を前記パス情報へ格納するステップと、前記第三コピ
ーペアのリモートコピーの転送データの転送に用いる所定の物理パスを、第三物理パスと
特定する第二論理パスの情報を前記パス情報へ格納するステップと、を有し、前記第一コ
ピーグループの識別情報を表示するステップにおいて、前記コピー情報と前期パス情報と
に基づいて前記第二コピーグループが正常であることを表示してもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、リモートコピーの視点から物理パスの監視が容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に、本発明の実施の形態を説明する。
【実施例１】
【００２３】
　＜１－０：　実施例１の構成＞
　図１は、本発明の実施例１の計算機システム１の構成に関するブロック図である。
【００２４】
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　計算機システム１は、主拠点、遠隔拠点に分かれてストレージシステム３００が配置さ
れており、それぞれの拠点にあるストレージシステム３００が拠点管理計算機１００、及
びホスト計算機２００と接続される構成である。中央管理計算機はそれぞれの拠点の拠点
管理計算機１００と接続される。なお、図１では、拠点管理計算機、ホスト計算機および
ストレージシステムの各要素を拠点別に分け、それぞれ記号ａ、ｂを付与したが、明細書
中特に記号を付記しない場合は共通の内容の説明であるものとする。また、拠点管理計算
機１００、ホスト計算機２００及びストレージシステム３００は、それぞれ１台ずつが図
示されているが、何台備わっていてもよい。
【００２５】
　拠点管理計算機１００、ホスト計算機２００、ストレージシステム３００はデータ通信
線５００を介して相互に接続される。
【００２６】
　なお、データ通信線５５０は一つ以上のネットワークから構成されてもよい。さらに、
データ通信線５００は、データ通信線５５０と通信線５５のいずれかまたは両方と共用の
通信線やネットワークであってもよい。
【００２７】
　図２に拠点管理計算機１００の詳細を示す。拠点管理計算機１００は、メモリ１１０、
プロセッサ１２０及び管理ポート１３０を備える計算機である。メモリ１１０、プロセッ
サ１２０及び管理ポート１３０は、内部ネットワーク（図示省略）によって相互に接続さ
れる。なお、拠点管理計算機はストレージポート以外のポートを用いて記憶制御装置と接
続してもよい。
【００２８】
　プロセッサ１２０は、メモリ１１０に記憶されるプログラムを実行することによって、
各種処理を行う。例えば、プロセッサ１２０は、ストレージシステム３００にＩＯ要求を
送信することによって、当該ストレージシステム３００によって実行されるリモートコピ
ーを制御する。なお、ＩＯ要求は、書き込み要求、読み出し要求、遠隔転送要求、又はコ
ピー制御要求等を含む。ＩＯ要求については、図１４で詳細を説明する。
【００２９】
　メモリ１１０には、プロセッサ１２０によって実行されるプログラム及びプロセッサ１
２０によって必要とされる情報等が記憶される。具体的には、メモリ１１０には、拠点Ｉ
Ｄ１１１、拠点管理プログラム１１２、ストレージ情報エントリ１１４Ｌ、コピー情報エ
ントリ１１３Ｌ、及びパス情報１１５Ｌが記憶される。更に、メモリ１１０には、アプリ
ケーションプログラム（以下、ＡＰ）１１７及びＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）１１８が記憶される。ＡＰ１１７は、各種処理を実現するプログラムである。例えば
、ＡＰ１１７は、データベース機能又はＷＥＢサーバ機能を提供する。ＯＳ１１８は、拠
点管理計算機１００の処理の全体を制御するプログラムである。
【００３０】
　拠点ＩＤ１１１は、拠点管理計算機１００を識別するための識別子である。なお、以後
の説明ではIDと識別子は同じ意味として用いる。
【００３１】
　拠点管理プログラム１１２は、中央管理計算機１０からの要求に従い、データ通信線５
００を介して接続されるストレージシステム３００を管理するプログラムである。
【００３２】
　コピー情報エントリ１１３Ｌは、コピーの構成及び状態を管理するための情報である。
なお、コピー情報エントリ１１３Ｌについては、図７で詳細を説明する。なお、以後は一
つ以上のストレージシステム３００の各々に対応する一つ以上のコピー情報エントリ１１
３Ｌをまとめた情報を拠点コピー情報と呼び、一つ以上のストレージシステム３００の各
々に対応する一つ以上のコピー情報エントリ１１４Ｃをまとめた情報を中央コピー情報と
呼ぶ。
【００３３】
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　ストレージ情報エントリ１１４Ｌは、当該拠点管理計算機１００によって管理されるス
トレージシステム３００に関する認識管理情報である。ストレージ情報エントリ１１４Ｌ
は１台のストレージシステム３００につき１個の当該エントリが作成される。ストレージ
情報エントリ１１４Ｌについては、図６で詳細を説明する。なお、以後は一つ以上のスト
レージシステム３００の各々に対応する一つ以上のストレージ情報エントリ１１４Ｌをま
とめた情報を拠点ストレージ情報と呼び、一つ以上のストレージシステム３００の各々に
対応する一つ以上のストレージ情報エントリ１１４Ｃをまとめた情報を中央ストレージ情
報と呼ぶ。
【００３４】
　パス情報１１５Ｌには、ストレージシステム３００ａとストレージシステム３００ｂと
の間に接続される通信線である物理パス５５０と当該物理パス上に構築（または設定や定
義とも呼ぶことがある）される論理パスとの対応を管理する管理情報である。物理パス、
論理パスについては図９で詳細を説明する。
【００３５】
　管理ポート１３０は、データ通信線５００を介してホスト計算機２００及びストレージ
システム３００に接続されるインタフェースである。
【００３６】
　なお拠点管理計算機１００は入出力装置を有してもよい。
【００３７】
　入出力装置の例としてはディスプレイとキーボードとポインタデバイスが考えられるが
、これ以外の装置であってもよい。また、入出力装置の代替としてシリアルインターフェ
ースやイーサーネットインターフェースを入出力装置とし、当該インターフェースにディ
スプレイ又はキーボード又はポインタデバイスを有する表示用計算機を接続し、表示用情
報を表示用計算機に送信したり、入力用情報を表示用計算機から受信することで、表示用
計算機で表示を行ったり、入力を受け付けることで入出力装置での入力及び表示を代替し
てもよい。
【００３８】
　図３に中央管理計算機１０の詳細を示す。中央管理計算機１００は、メモリ４０、プロ
セッサ２０及び管理ポート３０を備える計算機である。メモリ４０、プロセッサ２０及び
管理ポート３０は、内部ネットワーク（図示省略）によって相互に接続される。
【００３９】
　プロセッサ２０は、メモリ４０に記憶されるプログラムを実行することによって、各種
処理を行う。例えば、プロセッサ２０は、拠点管理計算機１００に拠点管理要求を出すこ
とによって、拠点管理計算機１００を制御する。なお、拠点管理要求は、テーブル更新要
求、テーブル参照要求、テーブル消去要求、又はストレージ制御要求等を含む。
【００４０】
　メモリ４０には、プロセッサ２０によって実行されるプログラム及びプロセッサ２０に
よって必要とされる情報等が記憶される。具体的には、メモリ４０には、中央管理プログ
ラム１２、ストレージ情報エントリ１１４Ｃ、コピー情報エントリ１１３Ｃ、パス情報１
１５Ｃ、パスリモートコピー関連情報１１、及び拠点管理計算機情報１３が記憶される。
更に、メモリ４０には、アプリケーションプログラム（以下、ＡＰ）１６及びＯＳ（Ｏｐ
ｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）１７が記憶される。ＡＰ１６は、各種処理を実現するプ
ログラムである。例えば、ＡＰ１６は、データベース機能又はＷＥＢサーバ機能を提供す
る。ＯＳ１７は、中央管理計算機１００の処理の全体を制御するプログラムである。
【００４１】
　中央管理プログラム１２は、通信線５５を介して接続される拠点管理計算機１００を介
して複数拠点（図１の場合は主拠点と遠隔拠点）にあるストレージシステム３００を集中
管理するプログラムである。
【００４２】
　なお、通信線５５は一つ以上のネットワークから構成されてもよい。さらに、データ通
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信線５５は、データ通信線５５０とデータ通信線５００のいずれかまたは両方と共用の通
信線やネットワークであってもよい。
【００４３】
　コピー情報エントリ１１３Ｃは、コピーの構成及び状態を管理するための情報である。
なお、コピー情報エントリ１１３Ｃについては、図７で詳細を説明する。
【００４４】
　ストレージ情報エントリ１１４Ｃは、当該中央管理計算機１０によって管理されるスト
レージシステム３００に関する認識管理情報である。ストレージ情報エントリ１１４Ｃは
１台のストレージシステム３００につき１個のテーブルが作成される。ストレージ情報エ
ントリ１１４Ｃについては、図６で詳細を説明する。
【００４５】
　パス情報１１５には、ストレージシステム３００ａ、ｂ間に接続される通信線である物
理パス５５０と当該物理パス上に構築される論理パスとの対応を管理する管理情報である
。
【００４６】
　管理ポート３０は、通信線５５を介して拠点管理計算機１００に接続されるインタフェ
ースである。
【００４７】
　なお中央管理計算機１０は入出力装置を有する。
【００４８】
　入出力装置の例としてはディスプレイとキーボードとポインタデバイスが考えられるが
、これ以外の装置であってもよい。また、入出力装置の代替としてシリアルインターフェ
ースやイーサーネットインターフェースを入出力装置とし、当該インターフェースにディ
スプレイ又はキーボード又はポインタデバイスを有する表示用計算機を接続し、表示用情
報を表示用計算機に送信したり、入力用情報を表示用計算機から受信することで、表示用
計算機で表示を行ったり、入力を受け付けることで入出力装置での入力及び表示を代替し
てもよい。
【００４９】
　図４にホスト計算機２００の詳細を示す。ホスト計算機２００は、メモリ２１０、プロ
セッサ２２０及びホストポート２３０を備える計算機である。
【００５０】
　メモリ２１０、プロセッサ２２０及びホストポート２３０は、内部ネットワーク（図示
省略）によって相互に接続される。
【００５１】
　プロセッサ２２０は、メモリ２１０に記憶されるプログラムを実行することによって、
各種処理を実現する。例えば、プロセッサ２２０は、ストレージシステム３００にＩＯ要
求を送信することによって、当該ストレージシステム３００によって提供される一つ以上
の論理ボリューム（以後、単にボリュームと呼ぶことがある）Ｖｏｌにアクセスする。
【００５２】
　メモリ２１０には、プロセッサ２２０によって実行されるプログラム及びプロセッサ２
２０によって必要とされる情報等が記憶される。具体的には、メモリ２１０には、ＡＰ２
１１、ＯＳ２１２が記憶される。
【００５３】
　ＡＰ２１１は、各種処理を実現するプログラムである。例えば、ＡＰ２１１は、データ
ベース機能又はＷＥＢサーバ機能を提供する。ＯＳ２１２は、ホスト計算機２００の処理
の全体を制御するプログラムである。
【００５４】
　ホストポート２３０は、データ通信線５００を介して、拠点管理計算機１００及びスト
レージシステム３００に接続されるインタフェースである。具体的には、ホストポート２
３０は、ストレージシステム３００にＩＯ要求を送信する。
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【００５５】
　なおホスト計算機２００は入出力装置を有してもよい。
【００５６】
　入出力装置の例としてはディスプレイとキーボードとポインタデバイスが考えられるが
、これ以外の装置であってもよい。また、入出力装置の代替としてシリアルインターフェ
ースやイーサーネットインターフェースを入出力装置とし、当該インターフェースにディ
スプレイ又はキーボード又はポインタデバイスを有する表示用計算機を接続し、表示用情
報を表示用計算機に送信したり、入力用情報を表示用計算機から受信することで、表示用
計算機で表示を行ったり、入力を受け付けることで入出力装置での入力及び表示を代替し
てもよい。また、ホスト計算機２００、拠点管理計算機１００、中央管理計算機のそれぞ
れの入出力装置は同じである必要はない。
【００５７】
　次に図１に戻り、ストレージシステム３００について説明する。
【００５８】
　ストレージシステム３００ａと、ストレージシステム３００ｂとはデータ通信線５５０
を介して接続される。また、ストレージシステム３００は、記憶制御装置１０００及びデ
ィスク装置１５００を備える。
【００５９】
　なお、データ通信線５５０は一つ以上のネットワークから構成されてもよい。さらに、
データ通信線５５０は、データ通信線５００と通信線５５のいずれかまたは両方と共用の
通信線やネットワークであってもよい。
【００６０】
　ディスク装置１５００は、ディスク型の記憶メディアのドライブであり、ホスト計算機
２００から書き込み要求されたデータを記憶する。ディスク装置１５００に代えて、他種
の記憶デバイス（例えばフラッシュメモリドライブ）が採用されても良い。記憶制御装置
１０００は、ストレージシステム３００の全体を制御する。具体的には、記憶制御装置１
０００は、ディスク装置１５００へのデータの書き込み及びディスク装置１５００からの
データの読み出しを制御する。また、記憶制御装置１０００は、ディスク装置１５００の
記憶領域を、一つ以上の論理ボリュームＶｏｌとしてホスト計算機２００に提供する。な
お、ディスク装置は複数存在してもよい。
【００６１】
　記憶制御装置１０００は、メモリ１２００、キャッシュメモリ１１００（メモリ１２０
０と共用であってもよい）、ストレージポート１３２０、プロセッサ１３１０を備える。
なお、記憶制御装置１０００の実装にあたって、一つ以上の回路基盤上に、前記ハードウ
ェア構成物（例えば、ストレージポート１３２０やプロセッサ１３１０）のそれぞれが一
つ以上存在していればよい。例えば、信頼性を向上させるためや高性能化などの理由から
記憶制御装置１０００を複数のコントロールユニットから構成し、個々のコントロールユ
ニットがメモリ１２００やストレージポート１３２０やプロセッサ１３１０を有してもよ
く、さらに複数のコントロールユニットにキャッシュメモリ１１００が接続されたハード
ウェア構成であってもかまわない。なお、図示は省略したが、記憶制御装置は一つ以上の
バックエンドポートを有し、バックエンドポートがディスク装置１５００と接続されてい
る。しかし、バックエンドポート以外のハードウェアによって記憶制御装置１０００がデ
ィスク装置と接続されてもよい。
【００６２】
　キャッシュメモリ１１００は、ディスク装置１５００へ書き込まれるデータ及びディス
ク装置１５００から読み出されるデータを、一時的に記憶する。
【００６３】
　ストレージポート１３２０は、データ通信線５００を介して、拠点管理計算機１００、
ホスト計算機２００及び他のストレージシステム３００に接続されるインタフェースであ
る。具体的には、ストレージポート１３２０は、拠点管理計算機１００又はホスト計算機
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２００からＩＯ要求を受信する。また、ストレージポート１３２０は、ディスク装置１５
００から読み出されたデータを、拠点管理計算機１００又はホスト計算機２００に送信す
る。更に、ストレージポート１３２０は、ストレージシステム３００同士で交換されるデ
ータを送受信する。
【００６４】
　プロセッサ１３１０は、メモリ１２００、に記憶されるプログラムを実行することによ
って、各種処理を行う。具体的には、プロセッサ１３１０は、ストレージポート１３２０
によって受信されたＩＯ要求を処理する。また、プロセッサ１３１０は、ディスク装置１
５００へのデータの書き込み及びディスク装置１５００からのデータの読み出しを制御す
る。また、プロセッサ１３１０は、以下に示すプログラムの処理によって、一以上のディ
スク装置１５００の記憶領域を基に論理ボリュームＶｏｌを設定する。
【００６５】
　メモリ１２００には、プロセッサ１３１０によって実行されるプログラム及びプロセッ
サ１３１０によって必要とされる情報等が記憶される。具体的には、メモリ１２００には
、コピーペア管理情報１２１０、パス管理情報１２２０、コピー処理プログラム１２３０
、パス管理プログラム１２４０、ボリューム管理情報１２５０及びＩＯ処理プログラム１
２９０が記憶される。
【００６６】
　以上、ストレージシステム３００のハードウェア構成を示したが、ストレージシステム
３００ａとストレージシステム３００ｂが必ずしも同一のハードウェア構成でなくてもよ
い。
【００６７】
　次にメモリ１２００に格納されたプログラム及び情報について説明する。
【００６８】
　コピーペア管理情報１２１０は、コピーペアを管理するための情報である。コピーペア
は、コピーの対象となるストレージシステム３００上の二つの論理ボリュームＶｏｌの対
である。また、コピーペア管理情報１２１０については、図１２で詳細を説明する。
【００６９】
　コピー処理プログラム１２３０は、コピー処理（初期コピー及び定常コピー）を行う。
コピー処理については、図２７、２９で詳細を説明する。
【００７０】
　パス管理プログラム１２４０は、パス管理（論理パス構築、論理パス削除）を行う。パ
ス管理については図２２で詳細を説明する。
ＩＯ処理プログラム１２９０は、ストレージポート１３２０によって受信されたＩＯ要求
を処理する。
パス管理情報１２２０は、ストレージシステム３００ａとストレージシステム３００ｂと
の間に接続される通信線（またはネットワーク）である物理パス５５０と当該物理パス上
に構築される論理パスとの対応を管理する管理情報である。パス管理情報については、図
２４で詳細を説明する。
ボリューム管理情報１２５０は、当該ストレージシステム３００によって提供される論理
ボリュームＶｏｌを管理するための情報である。なお、ボリューム管理情報１２５０につ
いては、図１２で詳細を説明する。
【００７１】
　以後の説明では、中央管理計算機１０がストレージシステム３００を制御する場合、拠
点管理計算機１００に制御要求を発行する。拠点管理計算機１００は拠点内のストレージ
システムであれば、ストレージ制御要求７３００を発行する。上記のように、本実施例で
前提とするストレージシステムの制御は、計算機システム全体処理を中央管理計算機が、
各拠点での処理は拠点管理計算機が処理を担当する。この結果、本実施例の計算機システ
ムではシステム全体の処理負荷を分散させることが可能で、効率的なストレージシステム
の制御が実現できる。



(13) JP 5486793 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

【００７２】
　ただし、本発明は必ずしも３つの管理計算機（中央管理計算機１０、拠点管理計算機１
００ａ、拠点管理計算機１００ｂ）にてストレージシステム３００（または通信線５５０
）を管理する必要はない。中央管理計算機１０と拠点管理計算機１００ａと拠点管理計算
機１００ｂを統合して一つの管理計算機としたり、拠点管理計算機１００ａまたは拠点管
理計算機１００ｂのいずれかまたは両方に中央管理計算機１０を統合してもよい。また、
ホスト計算機とこれら管理計算機の一部または全てが統合した構成であってもよい。
【００７３】
　なお、統合後の管理計算機またはシステムの構成、プログラム、情報及び処理内容は、
少なくとも、統合元となる管理計算機が有するプログラム及び情報や他の装置・システム
との接続関係を統合先の管理計算機が有し、プログラムによって統合元の計算機が実施し
ていた処理を統合先の計算機が実施すると、本願明細書を読み替えることで示される。た
だし、このような統合によって一部の情報（例えば、ストレージ情報エントリ１１４とス
トレージ情報エントリ１１４Ｃ、パス情報１１５Ｌとパス情報１１５Ｃ、コピー情報エン
トリ１１３Ｌとコピー情報エントリ１１３Ｃ）に格納された内容が重複することがあるた
め、そのような場合は重複する内容を各情報から削除してもよい。
【００７４】
　以後の説明では、ストレージシステム３００（又は）を管理する計算機システムまたは
計算機又は計算機の集合を管理システムと呼ぶことがある。また、本願明細書ではストレ
ージシステム３００と管理システムを含むシステムをデータ格納システムと呼ぶことがあ
る。
【００７５】
　以上、説明した構成により、ホスト計算機２００ａが送信した書き込みデータは主拠点
のストレージシステム３００ａ（正ストレージシステム）の論理ボリュームへ格納され、
また当該書き込みデータは同期リモートコピー又は非同期リモートコピーによって遠隔拠
点のストレージシステム３００ｂ（副ストレージシステム）へ転送され、転送された書き
込みデータは副ストレージシステムの論理ボリュームへ格納される。これにより正ストレ
ージシステムの論理ボリュームのデータであって、データ二重化の対象となるデータを冗
長化することができ、その結果として正ストレージシステムの論理ボリュームのデータが
消失した場合も副ストレージシステムの論理ボリュームに格納した複製データを用いてホ
スト計算機２００ｂにて所定の処理を再開することができる。
【００７６】
　＜１－１：　物理パス、論理パスの説明＞
　図５に物理パス、論理パスについて説明する。
【００７７】
　物理パスは異なる２つのストレージシステム間に接続される通信線（またはネットワー
ク）である。ストレージシステムでは物理パスをストレージシステムにおける通信線の接
続口であるストレージポート１３２０ａと１３２０ｂとの組み合わせ（図５ではストレー
ジポート１３５１０１ａ、１３５１０２ａ、１３５１０１ｂ、１３５１０２ｂの組み合わ
せ）で管理する。たとえば、図５では２つの物理パスＰＰＡＴＨ１、ＰＰＡＴＨ２があり
、ＰＰＡＴＨ１はポート１３５１０１ａ、１３５１０１ｂの組み合わせで、ＰＰＡＴＨ２
はポート１３５１０２ａ、１３５１０２ｂの組み合わせで管理する。
【００７８】
　論理パスは異なる２つのストレージシステム間に接続される物理パスを用いて構築（ま
たは定義、または設定）される論理的な通信路（またはネットワーク）である。ストレー
ジシステム３００では、自ストレージシステムと接続先のストレージシステム間の論理ボ
リューム、複数の論理ボリュームの集合の組み合わせ、またはコピーペア又はコピーペア
の集合単位で論理パスを管理し、利用する。たとえば、図５ではストレージシステム３０
０ａが、論理パスＬＰＡＴＨ２に対し、ボリュームＶｏｌ２を接続元として、ストレージ
システム３００ｂのＶｏｌ４を接続先として、対応づけて管理する。ここで、ストレージ
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システム３００ａの論理ボリュームＶｏｌ２に対する書き込みデータは、ＬＰＡＴＨ２を
介して、ストレージシステム３００ｂの論理ボリュームＶｏｌ４に転送される。また、ス
トレージシステム３００ａにおけるＶｏｌ１への書き込みデータは２本の論理パスＬＰＡ
ＴＨ１を介して転送される。このように、論理パスは、一つの物理パス上に複数構築が可
能である。この場合、複数の論理パスに対応づけられた物理パス上には複数の論理パスを
介する書き込みデータが混在することになる。
【００７９】
　また論理パスは、ＬＰＡＴＨ１のように同一識別子の論理パスを物理パスＰＰＡＴＨ１
と物理パスＰＰＡＴＨ２上に構築するように、複数の物理パスに対して一つの論理パスを
構築してもよい。なお、複数の物理パスに基づいて一つの論理パスを構築した場合は、同
一論理ボリュームの書き込みデータが複数論理パスをに分散して転送される。また、ＬＰ
ＡＴＨ１、ＬＰＡＴＨ２のように異なる識別子の論理パスを構築する場合、異なる論理ボ
リュームのデータがそれぞれに対応した論理パスで独立して転送制御されてもよい。
【００８０】
　このようにコピーペア（またはコピーペアの集合）は、論理パスと関連付けられている
。その理由の例としては以下の理由がある。
【００８１】
　（理由１）ストレージポートの増設及び減設に伴う物理パスの変更が発生した場合に、
コピーペアの各々に対する設定作業を減少（またなゼロ）にすることができるため。通常
、コピーペアの数は物理パスの数よりも多いことが多いため、論理パスの導入による設定
作業量の減少量は大きい。
【００８２】
　（理由２）複数の物理パスを用いた並列転送や、一つの物理パスを複数のコピーペアで
共有する際の設定を容易にするため。
【００８３】
　＜１－２：　本実施例の概要＞
　次に本願明細書の概要を説明する。なお、概要に説明の無い事項について権利を放棄す
るものではない。
【００８４】
　ストレージシステムによるリモートコピーの実現はホスト計算機へのコピー負荷を軽減
することができる一方で、管理計算機またはホスト計算機からのリモートコピーの監視や
操作が必要となる。そのため、ストレージシステムはコピーペアに対するコピーの状態（
例えば、正常にコピーが動作している状態（後述のペア状態）、初期コピー中の状態（後
述のコピー中状態）、コピーが何らかの理由によって停止した状態（後述の一時停止状態
または異常状態））の情報を保持し、拠点管理計算機又は中央管理計算機管理計算機また
はホスト計算機に対してコピーの状態を送信している。
【００８５】
　拠点管理計算機又は中央管理計算機管理計算機またはホスト計算機はこのコピー状態を
ユーザに提示することで、ユーザはリモートコピーが正常に行われているかどうかの監視
をおこなってきた。例えば、あるコピーペアのコピーの状態が異常状態であった場合、ユ
ーザは何らかの理由（例えば、ストレージシステム３００の障害や御設定、通信線５５０
の障害や御設定等がある）によってリモートコピーが動作していないことが判断できる。
【００８６】
　しかし、このコピーペアは同期リモートコピーの場合も非同期リモートコピーの場合も
以下の理由によって、通信線５５０の障害が発生した場合も即時にコピー状態を変更しな
い場合があるため、ユーザは通信線５５０が発生した場合に影響がでるコピーペアを迅速
に判断できない場合があった。
【００８７】
　（同期リモートコピーの場合）
同期リモートコピーは、ホスト計算機から書き込み要求を受信したストレージシステム３
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００ａは書き込み要求に付随する書き込みデータをストレージシステム３００ｂへ送信し
、ストレージシステム３００ｂは当該書き込みデータを受信してキャッシュメモリ１１０
０ｂ及び論理ボリュームへ書き込み（または格納）後に応答を返す。応答を受信したスト
レージシステム３００ａは当該書き込み要求への完了通知を返す。このような処理を行う
ことで、書き込みデータがストレージシステム３００ａ及びストレージシステム３００ｂ
に格納された後に書き込み要求に対する完了通知をストレージシステム３００ａに送信す
る。
【００８８】
　同期リモートコピーのコピーペア状態はストレージシステム３００ａからストレージシ
ステム３００ｂへの書き込みデータ転送が一定時間正常終了しなかった場合に、ペア状態
から異常状態へ遷移する。そのため、通信線５５０の障害の種類によってはストレージシ
ステム３００ａへの書き込み要求を受信しない期間中に障害を検知できないことがある。
【００８９】
　（非同期リモートコピーの場合）
非同期リモートコピーは、ホスト計算機から書き込み要求を受信したストレージシステム
３００ａは、書き込み要求に対応する書き込みデータをストレージステム３００ａのキャ
ッシュメモリ１００ａ及び論理ボリュームまたはメモリに格納した後に完了通知をホスト
計算機に送信後、または完了通知とは非同期なタイミングで、書き込み要求に付随する書
き込みデータをストレージシステム３００ｂへ送信する。ストレージシステム３００ｂは
当該書き込みデータを受信してキャッシュメモリ１１００ｂ及び論理ボリュームへ書き込
む。
【００９０】
　非同期リモートコピーのコピーペア状態もストレージシステム３００ａからストレージ
システム３００ｂへの書き込みデータ転送の失敗に関連してペア状態から異常状態に遷移
するが、非同期リモートコピーの場合は転送処理がホスト計算機からの書き込み要求とは
非同期に発生するため、状態遷移も書き込み要求とは非同期に発生する。
状態遷移のタイミングは非同期リモートコピーの実現方式によって異なるが、例えば以下
の場合がある。
【００９１】
　（ケース１）コピーペアがペア状態の間は、ストレージシステム間で定期的なハートビ
ート通信を行い、ハートビート通信が所定の時間不達となった場合に前述の状態遷移を行
う。なお、本ケースは同期リモートコピーに適用してもよい。
（ケース２）前述の転送対象のライトデータの未転送量（またはコピー先ボリュームへの
み書き込み量）が所定の容量を超えた場合に前述の状態遷移を行う。
【００９２】
　また、ユーザが通信線５５０が発生した場合に影響がでるコピーペアを迅速に判断でき
ない他の例としては、同期リモートコピーの場合も非同期リモートコピーの場合も障害の
タイプが通信線の性能低下を伴う場合がある。この場合は性能低下の可能性はありつつも
リモートコピーが継続されるからである。
【００９３】
　なお、異常状態のコピーペアのリモートコピーを再開するためにコピーペアの状態を初
期コピー中とした場合、当該状態の間は初期コピーによってコピー先論理ボリュームのコ
ンシステンシが保証されない。そのため、当該リモートコピー再開はストレージシステム
３００に対する要求に基づいて行うようにしている。データ消失の視点から見た場合のコ
ピーペアは短時間で回復可能な障害にたいしてはペア状態であることが望ましいとされて
いる。
【００９４】
　また、通信線５５０の障害の例としては以下がある。
（例１）ストレージシステム間の物理的なケーブルの切断、破損等の障害。
（例２）通信線５５０がネットワークである場合、当該ネットワークを構成するファイバ
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ーチャネルスイッチやチャネルエクステンダーやルータ等の通信装置の障害。
（例３）例１及び例２のより具体的な例。ストレージシステム３００ａからストレージシ
ステム３００ｂへのネットワークが主拠点内ネットワークと、広域ネットワークと、遠隔
拠点内ネットワークと、主拠点内ネットワークと広域ネットワークとの通信を仲介する第
一の通信装置と、遠隔拠点内ネットワークと広域ネットワークとの通信を仲介する第二の
通信装置とから構成される場合がある。この場合の第一の通信装置又は第二の通信装置又
は広域ネットワークの障害等による通信失敗。
【００９５】
　本実施例では物理パスの障害で影響の出るコピーペアを迅速に特定するため、管理シス
テム（例えば拠点管理計算機１００と中央管理計算機１０を含む）では以下の処理を行う
。
【００９６】
　（処理１）物理パスと論理パスの対応情報（パス情報１１５）を格納する。
（処理２）コピーペアと論理パスの対応情報（パスリモートコピー関連情報）を格納する
。
（処理３）所定の物理パスに関する障害情報を受信する。
（処理４）物理パスと論理パスの対応情報とコピーペアと論理パスの対応情報を参照する
ことで、障害が発生した物理パスに対応する一つ以上コピーペアを特定し、特定した一つ
以上のコピーペアについての情報を表示する。
【００９７】
　もし複数のコピーペアをまとめた集合（後述のコピーグループ）を単位としてリモート
コピーの操作を行う場合は、コピーペアとコピーグループとの対応情報を予め格納し、こ
の対応情報をさらに参照することで、コピーグループを特定し、特定したコピーグループ
についての情報を表示してもよい。
【００９８】
　コピーグループに対応する複数のコピーペアはホスト計算機からの書き込み順序に関す
るグループであってもよい。コピーグループは当該グループに含まれる複数のコピーペア
の複数の副ボリュームに跨ったコンシステンシを保障するグループであってもよい。なお
、コンシステンシとはボリュームに対して書き込まれたデータの順序に関する概念で、以
下が満たされる場合にコンシステンシがあるとみなす。
【００９９】
　コンシステンシ： ホスト計算機が順序関係を保って最初のデータＡとその次のデータ
Ｂをボリュームへ書き込む場合、ホスト計算機はストレージシステムからデータＡの書き
込み完了が到着したことを確認してからデータＢを書き込む場合のデータＡとデータＢに
ついて、データＡが全てボリュームに格納された場合に限ってデータＢの一部または全て
のデータがボリュームに格納される。
【０１００】
　なお、好ましくは上記処理４の表示処理は、コピーペア（またはコピーグループ）のコ
ピーに関する状態表示処理とは非同期に実行可能であることが好ましい。
【０１０１】
　なお、これまで説明したコピーペア及びコピーグループの情報としてはコピーペア及び
コピーグループのＩＤが考えられるが、リモートコピーの性能情報を含めても良い。例え
ば、同期リモートコピーの場合は書き込み要求を受信してからホスト計算機に対して応答
を返すまでの時間（いわゆるレスポンスタイム）を含めても良い。非同期リモートコピー
の場合はストレージシステム３００間の転送帯域（ストレージシステム３００ａからスト
レージシステム３００ｂへの書き込みデータ転送によって得られた結果やテスト通信によ
って得られた結果を基にすることが考えられる）を含めても良い。なお、これら性能情報
はストレージシステム３００によって測定された値を管理システムが受信した値であるこ
とが考えられるが、ストレージシステム３００以外の計算機、装置によって測定した値を
管理システムが受信した値であってもよい。
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【０１０２】
　上記物理パスの障害後、複数の物理パスを用いて書き込みデータの転送を行っている場
合は転送性能（主に転送帯域だが、ラウンドとリップタイムも）が変化する可能性があり
、また個々の物理パスであっても物理パスを構成する通信装置による広域ネットワークの
経路を別な経路に切り替える場合があり、この場合も転送性能（転送帯域と、ラウンドと
リップタイムの両方）が変化し得るため、上記性能情報の確認よって、障害後のリモート
コピーが想定した性能で行われているかどうかを確認することができる。
【０１０３】
　＜１－３：　ストレージ情報エントリ＞
　図６は中央管理計算機１０に記憶されるストレージ情報エントリ１１４Ｃの構成例を示
した図である。なお、ストレージ情報エントリ１１４Ｃは拠点管理計算機１００がストレ
ージシステムから取得した情報を基に作成するテーブルであり、作成処理は後述で説明す
る。ストレージ情報エントリ１１４Ｃは、拠点管理計算機１００が認識する論理ボリュー
ムＶｏｌの情報を示すテーブルであり、拠点ＩＤ１１４０１、ストレージシステムＩＤ１
１４０２、論理ボリュームＩＤ１１４０３を含む。
【０１０４】
　拠点ＩＤ１１４０１は、当該拠点管理計算機１００に付与された拠点を識別するための
識別子（ＩＤ）であり、拠点管理計算機１００が取得したストレージ情報エントリ１１４
Ｃであることを示す識別子である。たとえば、拠点管理計算機１００から直接アクセス可
能なストレージシステム３００のストレージ情報エントリ１１４Ｃはすべて同一の拠点Ｉ
Ｄを持つ。
【０１０５】
　ストレージシステムＩＤ１１４０２は、中央管理計算機１０、拠点管理計算機１００に
よって管理されるストレージシステム３００の識別子である。
【０１０６】
　論理ボリュームＩＤ１１４０３は、ストレージシステムＩＤ１１４０２が示すストレー
ジシステム３００の内部処理で使用するために、ストレージシステム３００が装置内で付
与して管理している論理ボリュームＶｏｌの識別子である。図６では２３：１０などの情
報が格納されている。
【０１０７】
　以上の説明ではストレージ情報エントリ１１４Ｃはテーブル構造を有する情報として説
明したが、当該情報は各拠点が有するストレージシステム３００と、当該ストレージシス
テム３００が有するボリュームを特定できればテーブル以外のデータ構造であってもよい
。
【０１０８】
　さらに、複数のストレージ情報エントリ１１４Ｃをまとめた前述の中央ストレージ情報
エントリも各拠点に対応するストレージシステムと、当該ストレージシステムが有するボ
リュームを特定できればどの様なデータ構造であってもよい。
【０１０９】
　なお、拠点管理計算機１００が有するストレージ情報エントリ１１４Ｌはストレージ情
報エントリ１１４Ｃと同じ構成を有することが考えられるが、必ずしもストレージ情報エ
ントリ１１４Ｌと全て同一のデータが格納される必要はなく、各拠点が有するストレージ
システム３００と、当該ストレージシステム３００が有するボリュームを特定できればテ
ーブル以外のデータ構造であってもよい。複数のストレージ情報エントリ１１４Ｌをまと
めた前述の拠点ストレージ情報エントリも拠点内のストレージシステムと、当該ストレー
ジシステムが有するボリュームを特定できればどの様なデータ構造であってもよい。
【０１１０】
　＜１－４：　コピー情報エントリ＞
　図７は中央管理計算機１００に記憶されるコピー情報エントリ１１３Ｃの構成例を示し
た図である。なお、コピー情報エントリ１１３Ｃは、中央管理計算機１０が主拠点のスト
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レージ情報エントリテーブル１１３Ａ、遠隔拠点のストレージ情報エントリテーブル１１
３Ｂをそれぞれの拠点管理計算機から取得したのちに作成されるテーブルであり、この詳
細は後述する。
【０１１１】
　コピー情報エントリ１１３Ｃは、中央管理計算機１０がコピー要求をするごとに作成さ
れるテーブルであり、この要求ごとに当該テーブルにコピーグループＩＤ（コピーグルー
プ識別子）が付与される。コピーグループは複数のコピーペアの集合である。
【０１１２】
　コピー情報エントリ１１３Ｃには、コピーグループＩＤ１１３００、コピー情報エント
リ１１３０１、コピー状態１１３０２及びコピー構成情報１１３０３～１１３１０が含ま
れる。
【０１１３】
　コピーグループＩＤ１１３００は、複数のコピーペアをまとめてグループで管理するた
めの識別子である。
【０１１４】
　コピー情報エントリ１１３０１は、コピー種別及びコピーオプション情報を含む。コピ
ー種別は、ストレージシステム３００が提供する機能であるリモートコピーが同期リモー
トコピーか、非同期リモートコピー、のいずれであるかを示す。リモートコピーとは、異
なるストレージシステム３００間で行われるコピーであり、この場合、コピー元の論理ボ
リュームＶｏｌとコピー先の論理ボリュームＶｏｌとが別々のストレージシステム３００
ａとストレージシステム３００ｂに存在する。同期リモートコピーはホスト計算機による
データの書き込みと、コピー元とコピー先の論理ボリュームの内容の一致のためのコピー
処理の時期が一致しているリモートコピーである。また、非同期リモートコピーはホスト
計算機によるデータの書き込みと、コピー元とコピー先の論理ボリュームの内容の一致の
ためのコピー処理の時期が一致していないリモートコピーである。
【０１１５】
　コピーオプション情報は、各コピー種別が備わるオプションを表す情報である。例えば
、オプション情報は、リモートコピーの一時停止時にコピー先論理ボリュームへの書き込
みが可能か否かを表す。リモートコピーの一時停止とは、中央管理計算機１０からの要求
によるリモートコピーの一時停止である。
【０１１６】
　コピー状態情報１１３０２は、このコピー情報エントリ１１３によって管理されるコピ
ーの現在の状態を示す。具体的には、例えば、コピー状態情報１１３０２は、このコピー
情報エントリ１１３によって管理されるコピーの状態が、未コピー、コピー中、一時停止
、ペア状態又は異常状態のいずれであるかを示す。
【０１１７】
　コピー構成情報は、ペアＩＤ１１３０３、正拠点ＩＤ１１３０４、副拠点ＩＤ１１３０
５、正ストレージシステムＩＤ１１３０６、ボリュームＩＤ１１３０７、副ストレージシ
ステムＩＤ１１３０８及び副ボリュームＩＤ１１４０９を含む。
【０１１８】
　ペアＩＤ１１３０３は、中央管理計算機１０がペアに付与する識別子である。
【０１１９】
　正拠点ＩＤ１１３０４は中央管理計算機１００Ａがコピー元の論理ボリュームＶｏｌ（
以下、正ボリューム）として処理する識別子であり、ストレージ情報エントリ１１４の拠
点ＩＤ１１４０１が登録される。
【０１２０】
　副拠点ＩＤ１１３０５は管理計算機１００Ｂがコピー先の論理ボリュームＶｏｌ（以下
、副ボリューム）として処理する識別子であり、ストレージ情報エントリ１１４の拠点Ｉ
Ｄ１１４０１が登録される。
【０１２１】
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　正ストレージシステムＩＤ１１３０６は、正ボリュームを提供するコピー元（以下、正
側）のストレージシステム（以下、正ストレージシステム）３００ａの識別子である。正
ストレージシステム３００ａは、拠点計算機装置１００ａ、ホスト計算機２００ａからの
データを格納する。
【０１２２】
　正ボリュームＩＤ１１３０７は、正ストレージシステム３００ａが装置内で管理するた
めに付与する正ボリュームの識別子である。
【０１２３】
　副ストレージシステムＩＤ１１３０８は、コピー先の副ボリュームを提供するコピー先
（以下、副側）のストレージシステム３００ｂ（以下、副ストレージシステム）の識別子
である。
【０１２４】
　副ボリューム１１３０９は、副ストレージシステム３００ｂが装置内で管理するために
付与する副ボリュームの識別子である。
【０１２５】
　拡張コピーグループＩＤ１１３１０は、複数のコピーグループＩＤをまとめてグループ
として管理するときに使用する拡張グループの識別子である。
【０１２６】
　以上の説明ではコピー情報エントリ１１３Ｃはテーブル構造を有する情報として説明し
たが、当該情報はコピーグループと一つ以上のコピーペアとの対応、またはコピーグルー
プ（またはコピーペアの）コピー状態、またはコピーペアとストレージシステム３００と
ボリュームとの対応を有するのであれば、テーブル以外のデータ構造であってもよい。
【０１２７】
　さらに、複数のコピー情報エントリ１１３Ｃをまとめた情報を中央コピー情報エントリ
として扱ってもよく、この場合も中央コピー情報エントリはコピーグループと一つ以上の
コピーペアとの対応、またはコピーグループ（またはコピーペアの）コピー状態、または
コピーペアとストレージシステム３００とボリュームとの対応を有するのであれば、テー
ブル以外のデータ構造であってもよい。
【０１２８】
　なお、拠点管理計算機１００が有するコピー情報エントリ１１３Ｌはコピー情報エント
リ１１３Ｃと同じ構成を有することが考えられるが、必ずしもコピー情報エントリ１１３
Ｌと全て同一のデータが格納される必要はなく、各拠点についてのコピーグループと一つ
以上のコピーペアとの対応、またはコピーグループ（またはコピーペアの）コピー状態、
またはコピーペアとストレージシステム３００とボリュームとの対応を有するのであれば
、テーブル以外のデータ構造であってもよい。複数のコピー情報エントリ１１３Ｃをまと
めた情報を拠点コピー情報エントリとして扱ってもよく、この場合も拠点コピー情報エン
トリはコピーグループと一つ以上のコピーペアとの対応、またはコピーグループ（または
コピーペアの）コピー状態、またはコピーペアとストレージシステム３００とボリューム
との対応を有するのであれば、テーブル以外のデータ構造であってもよい。
【０１２９】
　＜１－５：　拠点ＩＤ＞
　図８は拠点管理計算機１００に記憶される拠点ＩＤ１１１の構成図である。拠点ＩＤテ
ーブル１１１には、拠点管理計算機１００の識別子を格納する。
【０１３０】
　＜１－６：　パス情報＞
　図９は中央管理計算機１０に記憶されるパス情報１１５Cの構成例を示す図である。パ
ス情報１１５Cは２種類の情報群、論理パス情報群（１１５０１～１１５０７）と物理パ
ス情報群（１１５１０～１１５１４）で構成される。
【０１３１】
　論理パス情報群は論理パスＩＤ１１５０１、パス種別１１５０２、正ストレージシステ
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ムＩＤ１１５０３、正代表ボリューム１１５０４、副ストレージシステムＩＤ１１５０５
、副代表ボリューム１１５０６、関連物理パスＩＤ１１５０７を含む。
【０１３２】
　論理パスＩＤ１１５０１は、該当するストレージシステム装置内で管理するために付与
する、論理パスの識別子である。
【０１３３】
　パス種別１１５０２は、論理パスの種別を表す。論理パスにはボリュームパス、ボリュ
ーム集合パス、ストレージパスがある。ボリュームパスはストレージシステム装置内にあ
る特定論理ボリュームのデータが転送対象になる。ボリューム集合パスは当該ストレージ
システム装置内にある複数の論理ボリュームが転送対象になる。たとえば、ボリューム集
合パスでは、ボリュームＩＤの上位２ケタが共通の論理ボリュームすべてのデータを対象
に該当ストレージシステムは接続先ストレージシステムに当該データを転送する（図１０
ではＣＵと記載）。ストレージパスは当該ストレージシステム装置内にある論理ボリュー
ム全体のデータが転送対象になる。
【０１３４】
　正ストレージシステムＩＤ１１５０３は正ストレージシステム３００ａの識別子である
。
正代表ボリューム１１５０４は論理パスで転送対象となる論理ボリュームの識別子である
。
副ストレージシステムＩＤ１１５０５は副ストレージシステム３００ｂの識別子である。
副代表ボリューム１１５０６は論理パスで受信対象となる論理ボリュームの識別子である
。
【０１３５】
　関連物理パスＩＤ１１５０７は当該論理パスが使用する物理パスの識別子である。複数
の物理パス識別子を当該関連物理パスＩＤに登録してもかまわない。
【０１３６】
　物理パス情報群は物理パスＩＤ１１５１１、正ストレージシステムＩＤ１１５０３、正
ポートＩＤ１１５０４、副ストレージシステムＩＤ１１５０５、副ポートＩＤ１１５０６
、パス状態１１５１６を含む。
【０１３７】
　物理パスＩＤ１１５１１は該当するストレージシステム装置内で管理するために付与す
る、物理パスの識別子である。
正ストレージシステムＩＤ１１５１２は正ストレージシステム３００ａの識別子である。
正ポートＩＤ１１５１３は正ストレージシステム３００ａに複数備わるポートの識別子で
ある。
副ストレージシステムＩＤ１１５１４は副ストレージシステム３００ｂの識別子である。
副ポートＩＤ１１５１５は副ストレージシステム３００ｂに複数備わるポートの識別子で
ある。
パス状態１１５１６は物理パスの状態を示す。
【０１３８】
　以上の説明ではパス情報１１５Cはテーブル構造を有する情報として説明したが、当該
情報は物理パスとストレージシステムのストレージポートとの対応、物理パスの状態、論
理パスと物理パスとの対応、又は論理パスとストレージシステムのボリュームとの対応と
、を有するのであればテーブル以外のデータ構造であってもよい。
【０１３９】
　なお、拠点管理計算機１００が有するパス情報１１５Lはパス情報１１５Cと同じ構成を
有することが考えられるが、必ずしもコピー情報エントリ１１５Cと全て同一のデータが
格納される必要はない。パス情報１１５Lは物理パスとストレージシステムのストレージ
ポートとの対応、物理パスの状態、論理パスと物理パスとの対応、又は論理パスとストレ
ージシステムのボリュームとの対応と、を有するのであればテーブル以外のデータ構造で
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あってもよい。
【０１４０】
　＜１－７：　拠点管理計算機情報＞
　図１１は中央管理計算機１００のメモリ４０に記憶される拠点管理計算機情報１３の構
成例を示す図である。拠点管理計算機情報１３は、拠点ＩＤ１３０１、管理計算機アドレ
ス１３０２を含む。
拠点ＩＤ１３０１は拠点管理計算機１００を識別するための識別子である。
アドレス１３０２は拠点管理計算機１００のネットワークアドレスである。
【０１４１】
　なお、拠点管理情報１３は拠点管理計算機１００と当該計算機との通信識別子を有する
のであれば、テーブル以外のデータ構造であってもよい。
【０１４２】
　＜１－８：　パスリモートコピー関連情報＞
　図１０は、中央管理計算機１００のメモリ４０に記憶されるパスリモートコピー関連情
報１１の構成例を示す図である。パスリモートコピー関連情報１１は論理パスＩＤ１１０
１、物理パスＩＤ１１０２、コピーグループＩＤ１１０３、追加情報１１０４を含む。
論理パスＩＤ１１０１は該当するストレージシステム装置内で管理するために付与する、
論理パスの識別子である。
物理パスＩＤ１１０２は該当するストレージシステム装置内で管理するために付与する、
物理パスの識別子である。
【０１４３】
　コピーグループＩＤ１１０３は、中央管理計算機１０、拠点管理計算機１００において
、複数のコピーペアをまとめてグループで管理するための識別子である。
追加情報１１０４はコピーグループＩＤ１１０３の補足情報である。ここには複数のコピ
ーグループをさらにまとめて上位グループで管理する拡張コピーグループＩＤや、第１の
リモートコピーの先に、コピー先論理ボリュームを介して、さらに第２のリモートコピー
が続くような場合に、第２のリモートコピーを登録する。
【０１４４】
　以上の説明ではパスリモートコピー関連情報１１はテーブル構造を有する情報として説
明したが、当該情報は論理パスとコピーグループとの対応を有するのであればテーブル以
外のデータ構造でもよく、また論理パスと物理パスとの対応を有しても良い。
【０１４５】
　＜１－９：　コピーペア管理情報＞
　図１２は、本発明の実施例１のストレージシステム３００に記憶されるコピーペア管理
情報１２１０の構成例を示す図である。
【０１４６】
　コピーペア管理情報１２１０は、コピーグループＩＤ１２１００、コピーペアＩＤ１２
１００１、ボリュームＩＤ１２１０２、コピー状態情報１２１０３、コピー対象ストレー
ジシステムＩＤ１２１０３、コピー対象ボリュームＩＤ１２１０４、コピーペアＩＤ１２
１０５、コピーグループＩＤ１２１０６及びコピー種別１２１０７を含む。
【０１４７】
　コピーグループＩＤ１２１００はコピーペアＩＤ１２１０１２１０１によって識別され
るコピーペアが属するコピーグループの識別子である。ストレージシステム３００は、一
つ以上のコピーペアを含むコピーグループを管理する。そのため、管理計算機１００は、
コピーグループを指定して、リモートコピーの運用の一時停止、再開又は解除をグループ
に含まれるコピーペアを一括して要求できる。
【０１４８】
　コピーペアＩＤ１２１０２は、論理ボリュームＩＤ１２１０２によって識別される論理
ボリュームＶｏｌ、及びコピー対象ボリュームＩＤ１２１０５によって識別される論理ボ
リュームＶｏｌを含むコピーペアの識別子である。具体的には、上述のコピー情報エント
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リ１１３のペアＩＤ１１４０３が登録される。
【０１４９】
　ボリュームＩＤ１２１０２は、当該コピーペア管理情報１２１０を記憶するストレージ
システム３００によって提供される論理ボリュームの識別子である。
【０１５０】
　コピー状態情報１２１０３は、論理ボリュームＩＤ１２１０１によって識別される論理
ボリュームＶｏｌに対するコピーの現在の状態を示す。具体的には、コピー状態情報１２
１０３は、当該コピーペアＩＤが指すコピーペアの状態が、未コピー、コピー中、一時停
止中又は異常のいずれであるかを示す。
【０１５１】
　コピー対象ストレージシステムＩＤ１２１０４は、論理ボリュームＩＤ１２１０１によ
って識別される論理ボリュームＶｏｌとコピーペアになる論理ボリュームＶｏｌを提供す
るストレージシステム３００の識別子である。つまり、コピー対象ストレージＩＤ１２１
０３には、副ストレージシステム３００の識別子が格納される。
【０１５２】
　コピー対象ボリュームＩＤ１２１０５は、論理ボリュームＩＤ１２１０２によって識別
される論理ボリュームＶｏｌとコピーペアになる論理ボリュームＶｏｌの識別子である。
つまり、コピー対象ボリュームＩＤ１２１０５には、論理ボリュームＩＤ１２１０２によ
って識別される論理ボリュームＶｏｌに記憶されるデータのコピー先となる副ボリューム
の識別子が格納される。
【０１５３】
　拡張コピーグループＩＤ１２１０６は、複数のコピーグループＩＤをまとめてグループ
として管理するときに使用する拡張グループの識別子である。
【０１５４】
　以上の説明ではコピーペア管理情報１２１０はテーブル構造を有する情報として説明し
たが、当該情報は、コピーペアとコピーグループとの対応、コピーペアとストレージのボ
リュームの対応、コピーペアのコピー種別とコピー状態と、を有するのであればテーブル
以外のデータ構造であってもよい。
【０１５５】
　また、ストレージシステム３００ａのコピーペア管理情報１２１０ａとストレージシス
テム３００ｂのコピーペア管理情報１２１０ｂは必ずしも同じデータ構造や同じデータを
有しなくても良い。
＜１－１０：　ボリューム管理情報＞
　図１３は、本発明の実施例１のストレージシステム３００に記憶されるボリューム管理
情報１２５０の構成例を示す図である。
【０１５６】
　ボリューム管理情報１２５０は、論理ボリュームＩＤ１２５０１、ボリューム状態情報
１２５０２、容量１２５０３、コピーペアＩＤ１２５０４及びグループＩＤ１２５０５を
含む。
【０１５７】
　論理ボリュームＩＤ１２５０１は、当該ボリューム管理情報１２５０を記憶するストレ
ージシステム３００によって提供される論理ボリュームＶｏｌの識別子である。
【０１５８】
　ボリューム状態情報１２５０２は、論理ボリュームＩＤ１２５０１によって識別される
論理ボリュームＶｏｌの現在の状態を示す。具体的には、ボリューム状態情報１２５０２
には、正ボリューム、副ボリューム、正常、異常又は未実装のうち少なくとも一つが格納
される。
【０１５９】
　例えば、論理ボリュームＩＤ１２５０１によって識別される論理ボリュームＶｏｌが正
ボリュームの場合、ボリューム状態情報１２５０２には「正ボリューム」が格納される。
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また、論理ボリュームＩＤ１２５０１によって識別される論理ボリュームＶｏｌが副ボリ
ュームの場合、ボリューム状態情報１２５０２には「副ボリューム」が格納される。なお
、正ボリュームとはリモートコピーのコピー元であるボリュームを示し、副ボリュームと
はリモートコピーのコピー先であるボリュームを示す。
【０１６０】
　また、論理ボリュームＩＤ１２５０１によって識別される論理ボリュームＶｏｌにホス
ト計算機２００が正常にアクセスできる場合、ボリューム状態情報１２５０２には「正常
」が格納される。また、論理ボリュームＩＤ１２５０１によって識別される論理ボリュー
ムＶｏｌにホスト計算機２００が正常にアクセスできない場合、ボリューム状態情報１２
５０２には「異常」が格納される。例えば、ディスク装置１５００の故障時、コピーの障
害時に、ボリューム状態情報１２５０２には「異常」が格納される。
【０１６１】
　また、論理ボリュームＩＤ１２５０１によって識別される論理ボリュームＶｏｌにデー
タが格納されていない場合、ボリューム状態情報１２５０２には「未実装」が格納される
。
【０１６２】
　容量１２５０３は、論理ボリュームＩＤ１２５０１によって識別される論理ボリューム
Ｖｏｌの容量である。コピーペアＩＤ１２５０５は、論理ボリュームＩＤ１２５０１によ
って識別される論理ボリュームＶｏｌを含むコピーペアの一意な識別子である。
【０１６３】
　コピーペアＩＤ１２５０４は、論理ボリュームＩＤ１２５０１に関連するコピーペアの
識別子である。具体的には、図７で説明したコピー情報エントリ１１３のペアＩＤ１１３
０３が格納される。
【０１６４】
　コピーグループＩＤ１２５０５は、コピーペアＩＤ１２５０４が属するコピーグループ
の識別子である。管理計算機１００がコピー要求をするごとに作成されるコピー情報エン
トリテーブル１１４に付与されたコピーグループＩＤが格納される。
【０１６５】
　以上の説明ではボリューム管理情報１２５０はテーブル構造を有する情報として説明し
たが、当該情報は論理ボリュームの状態、容量を有するのであればテーブル以外のデータ
構造であってもよい。また、当該情報に論理ボリュームとコピーペアとの対応や、論理ボ
リュームとコピーグループとの対応を有していも良い。
【０１６６】
　また、ストレージシステム３００ａのボリューム管理情報１２５０ａとストレージシス
テム３００ｂのボリューム管理情報１２５０ｂは必ずしも同じデータ構造や同じデータを
有しなくても良い。
【０１６７】
　＜１－１１：　パス管理情報＞
　図２４は、本発明の実施例１のストレージシステム３００に記憶されるパス管理情報１
２２０の構成例を示す図である。パス管理情報１２２０は拠点管理計算機１００、中央管
理計算機１０が保持するパス情報テーブルとほぼ同じ情報を保持するテーブルで、２種類
の情報群、論理パス情報群（１２２００１～１２２００７）と物理パス情報群（１２２０
１１～１２２０１５）で構成される。
論理パス情報群は論理パスＩＤ１２２００１、パス種別１２２００２、正代表ボリューム
１２２００３、副ストレージシステムＩＤ１２２００４、副代表ボリューム１２２００５
、関連物理パスＩＤ１２２００６、接続方向１２２００７を含む。
論理パスＩＤ１２２００１は、該当するストレージシステム装置内で管理するために付与
する、論理パスの識別子である。
パス種別１２２００２は、論理パスの種別を表す。論理パスにはボリュームパス、ボリュ
ーム集合パス、ストレージパスがある。ボリュームパスはストレージシステム装置内にあ
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る特定論理ボリュームのデータが転送対象になる。ボリューム集合パスは当該ストレージ
システム装置内にある複数の論理ボリュームが転送対象になる。たとえば、ボリューム集
合パスでは、ボリュームＩＤの上位２ケタが共通の論理ボリュームすべてのデータを対象
に該当ストレージシステムは接続先ストレージシステムに当該データを転送する。ストレ
ージパスは当該ストレージシステム装置内にある論理ボリューム全体のデータが転送対象
になる。
【０１６８】
　代表ボリューム１２２００３は自ストレージシステムにおける論理パスで転送対象とな
る論理ボリュームの識別子である。
副ストレージシステムＩＤ１２２００４は副ストレージシステム３００ｂの識別子である
。
副代表ボリューム１２２００５は論理パスで受信対象となる論理ボリュームの識別子であ
る。
関連物理パスＩＤ１２２００６は当該論理パスが使用する物理パスの識別子である。複数
の物理パス識別子を当該関連物理パスＩＤに登録してもかまわない。
接続方向１２２００７は当該論理パスが上り（当該ストレージシステムがデータを送信す
るために使用する論理パス）、下り（当該ストレージシステムがデータを受信するために
使用する論理パス）を示す。なお、論理パスに方向が不要な場合は当該情報は不要である
。
【０１６９】
　物理パス情報群は物理パスＩＤ１２２０１１、ポートＩＤ１２２０１２、対象ストレー
ジシステムＩＤ１２２０１３、対象ポートＩＤ１２２０１４、パス状態１２２０１５を含
む。
物理パスＩＤ１２２０１１は該当するストレージシステム装置内で管理するために付与す
る、物理パスの識別子である。
ポートＩＤ１２２０１２は正ストレージシステム３００ａに複数備わるポートの識別子で
ある。
対象ストレージシステムＩＤ１２２０１３は副ストレージシステム３００ｂの識別子であ
る。
対象ポートＩＤ１２２０１４は副ストレージシステム３００ｂに複数備わるポートの識別
子である。
パス状態１２２０１５は物理パスの状態を示す。有効時はａｃｔｉｖｅ、無効時はＩｎａ
ｃｔｉｖｅ、障害時はＦａｉｌｕｒｅを示す。
【０１７０】
　以上の説明ではパス管理情報１２２０はテーブル構造を有する情報として説明したが、
当該情報は物理パスとストレージシステムのポートとの対応、物理パスの状態、論理パス
と物理パスとの対応、又は論理パスとストレージシステムのボリュームとの対応と、有す
るのであればテーブル以外のデータ構造であってもよい。
【０１７１】
　また、ストレージシステム３００ａのパス管理情報１２２０ａとストレージシステム３
００ｂのパス管理情報１２２０ｂは必ずしも同じデータ構造や同じデータを有しなくても
良い。
【０１７２】
　＜１－１２：　ＩＯ要求の内容＞
　図１５は本発明の実施例１のＩＯ要求７３００の説明図である。
ＩＯ要求７３００は、拠点管理計算機１００又はホスト計算機２００によって発行される
。また、ＩＯ要求７３００は、宛先７３００１、要求内容７３００２、制御対象ボリュー
ムＩＤ７３００３、グループＩＤ７３００４及びオプション７３００５を含む。
【０１７３】
　宛先７３００１には、ＩＯ要求７３００の送信先となるストレージシステム３００の識
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別子及びボリュームの識別子が格納される。例えば、拠点管理計算機１００又はホスト計
算機２００が直接認識する論理ボリュームＶｏｌに対してＩＯ要求７３００を送信する場
合には、ボリュームの識別子として論理ボリュームＶｏｌの識別子が格納される。
【０１７４】
　要求内容７３００２は、当該ＩＯ要求７３００によって要求される処理の内容を示す。
要求内容７３００２には、書き込み要求、読み出し要求又は機能制御要求がある。さらに
、機能制御要求には、パス構築、パス解除、パス状態取得、リモートコピー開始、リモー
トコピー一時停止、リモートコピー再開、リモートコピー解除、コピー状態取得、又はス
トレージ状態取得などの要求がある。
【０１７５】
　制御対象ボリュームＩＤ７３００３は、ＩＯ要求７３００の要求内容に基づいてストレ
ージシステム３００が処理する対象論理ボリュームＶｏｌの識別子を表す。つまり、スト
レージシステム３００は受信したＩＯ要求７３００に記載される制御対象ボリュームＩＤ
７３００３に対して要求内容の処理を実施する。
【０１７６】
　ここで、拠点管理計算機１００又はホスト計算機２００は、あて先に記載される論理ボ
リュームに対する要求や制御対象ボリュームＩＤを記載することで、あて先が指す論理ボ
リュームＶｏｌを介して、別論理ボリュームに対する要求を送信することができる。これ
はたとえば、拠点管理計算機がアクセスできないボリュームに対し、要求を出したい場合
に利用する。
【０１７７】
　制御対象ボリュームＩＤ７３００３には、認識しない論理ボリュームＶｏｌの識別子が
格納される。
【０１７８】
　コピーグループＩＤ７３００４は、ＩＯ要求７３００による処理の対象となるコピーグ
ループの識別子である。グループ７３００４には、管理計算機１００がコピー要求をする
ごとに作成されるコピー情報エントリテーブル１１４に付与されたコピーグループＩＤが
格納される。
【０１７９】
　オプション７３００５には、コピー構成情報、当該ＩＯ要求７３００を補助するオプシ
ョン情報及び当該ＩＯ要求によって書き込みが要求されるデータ等が格納される。なお、
コピー構成情報は、コピー種別、コピー先のストレージＩＤ、コピー先の論理ボリューム
ＩＤ、コピー元のストレージＩＤ及びコピー元の論理ボリュームＩＤ等を含む。
【０１８０】
　＜１－１３：　中央管理計算機によるストレージシステムへの制御処理＞
　それでは次に、中央管理計算機１０によるストレージシステムの制御処理について説明
する。
【０１８１】
　図１５は中央管理計算機１０によるストレージシステムの制御フローである。中央管理
計算機１０によるストレージシステム３００の制御は、拠点管理計算機１００を介して実
施する。
【０１８２】
　具体的には、中央管理計算機１０は当該装置内の中央管理プログラム１２をプロセッサ
２０で実行することで実現する。
【０１８３】
　中央管理計算機１０は、制御要求を作成し、拠点管理計算機１００に送信する（ステッ
プ５０００）。すると、該当の拠点管理計算機１００は当該制御要求を受信し、要求内容
を解析する（ステップ５０１０）。解析の結果、拠点管理計算機１００は、要求内容の要
求に従った処理を実施する（ステップ５０２０）。５０２０の処理で、拠点管理計算機１
００は、必要に応じストレージ制御要求を含んだＩＯ要求７３００を作成し、ストレージ
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システム３００に送信する。制御要求を受け取ったストレージシステム３００では、当該
制御要求を解析し、要求内容に基づいた処理を実施する（ステップ５０３０）。処理終了
後、当該ストレージシステム３００は、処理結果をＩＯ要求の応答として拠点管理計算機
１００に送信する（ステップ５０４０）。当該ＩＯ要求を受け取ると、拠点管理計算機１
００は当該応答を中央管理計算機１０の制御要求の応答として形成し、中央管理計算機１
０に返信する（ステップ５０５０）。中央管理計算機１０は、制御要求の応答を受信する
と、その内容を解析し、結果に応じた処理を実施する（ステップ５０６０）。
【０１８４】
　なお、ステップ５０４０の応答としては処理が完了したことを示す通知と、拠点管理計
算機１００へ送信するためにその処理で生成された情報のいずれかまたは両方を意味する
。また、ステップ５０５０の応答としては処理が完了したことを示す通知と、中央管理計
算機１０へ送信するためにその処理で生成された情報のいずれかまたは両方を意味する。
以上のように、中央管理計算機１０がストレージシステム３００を制御する場合、拠点管
理計算機１００に制御要求を発行する。拠点管理計算機１００は拠点内のストレージシス
テムであれば、ストレージ制御要求７３００を発行する。上記のように、本実施例で前提
とするストレージシステムの制御は、計算機システム全体処理を中央管理計算機が、各拠
点での処理は拠点管理計算機が処理を担当する。この結果、本実施例の計算機システムで
はシステム全体の処理負荷を分散させることが可能で、効率的なストレージシステムの制
御が実現できる。中央管理計算機１０によるストレージ制御要求はすべて共通の手順で実
施されるため、以降の説明は、拠点管理計算機１００によるステップ５０２０に関して説
明する。
【０１８５】
　＜１－１４：　ストレージ情報エントリの作成処理＞
　次に、ストレージ情報エントリ１１４Ｌとストレージ情報エントリ１１４Ｃの作成処理
について説明する。当該作成処理は、中央管理計算機１０が中央管理プログラム１２に基
づいて実行する。
【０１８６】
　図１６は、図１５のステップ５０２０の具体例である、拠点管理計算機１００によるス
トレージシステム３００に関するストレージ情報エントリ１１４作成のためのフローであ
る。当該フローはステップ５０１０にて拠点管理計算機３００ａがストレージ情報エント
リ更新要求を受領することで実現される。
【０１８７】
　（ステップ５０２００１）拠点管理計算機１００は、論理ボリュームＶｏｌの管理情報
を、ＯＳ１１７から取得する。
【０１８８】
　ユーザが入力する論理ボリュームＶｏｌの管理情報とは、たとえば、メインフレーム計
算機のデバイス番号、オープン計算機のドライブレターもしくはデバイスファイル名等が
該当する。拠点管理計算機１００ＡはＯＳ１１７が管理するストレージシステム３００の
情報（ストレージシステムＩＤ、ボリュームＩＤ）をＯＳ１１７の操作インタフェースな
どから取得する。ＯＳ１１７から取得するストレージシステム３００の情報がストレージ
情報エントリ１１４の情報として不足する場合、拠点管理計算機１００は更にＩＯ要求（
機能制御要求にストレージ状態取得を指定）を用いてストレージシステム３００からスト
レージシステム３００の情報を取得しても構わない。
【０１８９】
　（ステップ５０２００２）次に拠点管理計算機１００は、ステップ５０２００１で得ら
れた情報をストレージ関連情報としてストレージ情報エントリ１１４Ｌに登録することで
、ストレージ情報エントリ１１４Ｌを作成又は更新する。ステップ５０２００１で得られ
るストレージ関連情報とは、ストレージシステムＩＤ、ボリュームＩＤの情報をいう。ま
た、ストレージ情報エントリ１１４の拠点ＩＤは、拠点管理計算機１００にあらかじめ拠
点ＩＤ１１１に登録されたＩＤを登録する。
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【０１９０】
　本フローを実行後、図１５のステップ５０５０の処理として、拠点管理計算機１００は
、ストレージ情報エントリ１１４Ｌにて作成対象となったストレージ関連情報（又はスト
レージシステム３００が有するボリュームを示す情報）を中央管理計算機１０へ送信する
。さらに、ステップ５０６０の処理として当該情報を受信した中央管理計算機１０は、ス
トレージ情報エントリ１１４Ｃの作成（又は追加又は更新）を行う。
【０１９１】
　なお、上記説明ではストレージ情報エントリ１１４Ｌとストレージ情報エントリ１１４
Ｃの作成について述べたが、更新処理は、ステップ５０２００１で取得した情報を元に、
拠点管理計算機１００がストレージ情報エントリ１１４Ｌに格納した情報の一部を更新し
たり、中央管理計算機１０がストレージ情報エントリ１１４Ｃに格納した情報の一部を更
新することで実現可能である。また、上記動作では先にストレージ情報エントリ１１４Ｌ
を作成したが、先にストレージ情報エントリ１１４Ｃを作成してもよい。
【０１９２】
　また、ステップ５０２００１の代わりとして、拠点管理計算機１００はホスト計算機２
００からＯＳ２１２の論理ボリュームの管理情報を取得しても良い。
【０１９３】
　＜１－１５：　パス情報の作成処理＞
　次に、パス情報１１５Ｌとパス情報１１５Ｃの作成処理について説明する。当該作成処
理は、中央管理計算機１０が中央管理プログラム１２に基づいて実行する。
【０１９４】
　中央管理計算機１０は、入出力装置にて図１８の画面を表示することでユーザを支援し
、またユーザからの入力を入出力装置から受信することで、コピー情報エントリ１１３を
作成する。図１８の具体例では表示する項目と当該項目に対する入力例と共に以下に示す
。
【０１９５】
　（１）パス種別。なお、当該項目は省略してもよい。
（２）正ストレージシステムのＩＤ。入力例として１４００１がある。
（３）正代表ボリュームのＩＤ。入力例として２３：１０がある。
（４）正ストレージシステムのＰｏｒｔ　ＩＤ。入力例として２３：１０：０１がある。
【０１９６】
　（５）副ストレージシステムのＩＤ。入力例として１４００２がある。
（６）副代表ボリュームのＩＤ。入力例として２３：２０がある。
（７）副ストレージシステムのＰｏｒｔ　ＩＤ。入力例として２３：２０：０１がある。
【０１９７】
　なお、Ｐｏｒｔ　ＩＤとはストレージポートのＩＤを指すことがある。
【０１９８】
　ただし、図１８の画面は一例であり、少なくとも正ストレージシステムのＩＤ及び正ス
トレージシステムのＰｏｒｔ　ＩＤと、副ストレージシステムのＩＤ及び副ストレージシ
ステムのＰｏｒｔ　ＩＤと、を表示（または提示）できれば他の方法を採用してもよい。
【０１９９】
　なお、本実施例では論理パスを設定した後にコピーペア及びコピーグループを定義し、
またコピーペアとコピーグループの定義時点での論理パスとの対応付け設定を省略するた
めに、当該コピーグループに含まれるボリュームの一つを代表ボリュームとして本画面で
表示を行うことで、本画面を用いたパス設定にて論理パスとコピーペア（またはコピーグ
ループ）との対応付けを実現している。しかし、コピーペア又はコピーグループの定義に
おいて論理パスとの対応付けを設定できるのであれば、代表ボリューム以外の入力を行っ
ても良い。
【０２００】
　図１７は中央管理計算機１０及び拠点管理計算機１００によるストレージシステム３０
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０に設定するパス情報１１５Ｌ及びパス情報１１５Ｃを作成するためのフローである。
【０２０１】
　（ステップ５１１０）中央管理計算機１０は、ユーザから受信したパス設定要求に基づ
き、パス情報１１５Ｃを作成する。パス設定要求は、図１８の画面を用い、中央管理計算
機１０が入出力装置を経由して受信した、パス種別と、正ストレージシステムのＩＤと、
正代表ボリュームのＩＤと、正ストレージシステムのＰｏｒｔ　ＩＤと、副ストレージシ
ステムのＩＤと、副代表ボリュームのＩＤと、副ストレージシステムのＰｏｒｔ　ＩＤと
を含んでも良い。そして、中央管理計算機１０はパス設定要求に基づいて、パス情報１１
５Ｃに格納される情報を作成する。
【０２０２】
　図１８の説明の入力例を用いて説明すると、中央管理計算機１０は図１８のパス種別（
ＣＵ）、正ストレージシステム３００のＩＤ（１４００１）、正代表ボリュームのＩＤ（
２３：１０）、副ストレージシステム３００のＩＤ（１４００２）、副代表ボリュームの
ＩＤ（２３：２０）を受信し、受信した情報を用いて論理パス情報群のそれぞれ、１１５
０２、１１５０３、１１５０４、１１５０５、１１５０６に値を登録し、計算機システム
１内で単一として識別可能な論理パスＩＤを１１５０１に登録する。なお、論理パスＩＤ
は中央管理計算機１０が生成した値を用いてもよく、拠点管理計算機１００のいずれかが
が生成した値を用いてもよく、ストレージシステム３００が生成した値を用いてもよい。
中央管理計算機１０は、図１８の正ストレージシステムのＩＤ（１４００１）、正ストレ
ージシステムのＰｏｒｔ　ＩＤ（２３：１０：０１）、副ストレージシステムのＩＤ（１
４００２）、副ストレージシステムのＰｏｒｔ　ＩＤ（２３：２０：０１）を用いて、物
理パス情報群のそれぞれ、１１５１２、１１５１３、１１５１５に値を登録し、さらに正
ストレージシステム、副ストレージシステムの双方で唯一の識別可能な物理パスＩＤを１
１５０１と論理パス情報群の１１５０７に登録する。
【０２０３】
　（ステップ５１２０）次に中央管理計算機１０は、生成したパス情報１１５Ｃの情報を
送信すべき拠点管理計算機１１３Ｌを特定し、特定した一つ以上の拠点管理計算機１００
へ拠点パス情報設定要求を送信する。なお、当該特定にはパス情報１１５Ｃを参照するこ
とで行う。
【０２０４】
　（ステップ５１３０、ステップ５１４０）コピー情報エントリ設定要求を受信した拠点
管理計算機１００は、拠点パス設定要求に含まれる情報に基づいてパス情報１１５Ｌを作
成する。図１８の入力例を用いて説明すると、上記作成により以下の情報及び値が格納さ
れる。
（１１５０１）＝論理パスＩＤ。
（１１５０２）＝ＣＵ。
（１１５０３）＝１４００１。
（１１５０４）＝２３：１０。
（１１５０５）＝１４００２。
（１１５０６）＝２３：２０。
（１１５０７）＝２３：１０：０１と２３：２０：０１の組み合わせに対応した物理パス
ＩＤ。
【０２０５】
　（１１５１１）＝物理パスＩＤ。
（１１５１２）＝１４００１。
（１１５１３）＝２３：１０：０１。
（１１５１４）＝１４００２。
（１１５１５）＝２３：２０：０１。
【０２０６】
　なお、物理パスＩＤとは正ストレージシステムのストレージポートと副ストレージシス
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テムのストレージポートとの組み合わせに一意に割り当てられるＩＤである。物理パスＩ
Ｄは中央管理計算機１０が生成した値を用いてもよく、拠点管理計算機１００のいずれか
がが生成した値を用いてもよく、ストレージシステム３００が生成した値を用いてもよい
。
【０２０７】
　なお、上記説明ではパス情報１１５Ｃとパス情報１１５Ｌの作成について述べたが、更
新処理は、ステップ５１１０で取得した情報を元に、中央管理計算機１０がパス情報１１
５Ｃに格納した情報の一部を更新したり、拠点管理計算機１００が中央管理計算機より受
信した拠点パス設定要求を基にパス情報１１５Ｃとパス情報１１５Ｌに格納した情報の一
部を更新することで実現可能である。なお、既に作成済みの論理パスＩＤに新たな物理パ
スを追加する場合は、作成済みの論理パスＩＤに対応する情報について、５１１０乃至５
２１０の手順で情報を追加登録すればよい。
【０２０８】
　また、上記処理では先にパス情報１１５Ｃを作成したが、先にパス情報１１５Ｌを作成
してもよい。
【０２０９】
　＜１－１６：　コピー情報の作成処理＞
　次に、コピー情報エントリ１１３Lとコピー情報エントリ１１３Cとの作成処理について
説明する。コピー情報エントリ１１３C及びコピー情報エントリ１１３Lの作成処理は、中
央管理計算機１０が中央管理プログラム１２に基づいて実行する。
【０２１０】
　中央管理計算機１０は、入出力装置にて図２０の画面を表示することでユーザを支援し
、またユーザからの入力を入出力装置から受信することで、コピー情報エントリ１１３を
作成する。図２０の具体例では表示する項目と当該項目に対する入力例と共に以下に示す
。
【０２１１】
　（１）コピー名（ユーザがリモートコピーを管理するために命名する任意の文字列で、
コピーグループに対応している）。入力例としてＧｒｐ１がある。
（２）コピー種別。入力例では非同期リモートコピーである。
（３）コピー元の情報として拠点ＩＤとストレージシステムＩＤとボリュームＩＤ。入力
例としては拠点ＩＤがＰｒｉｍａｒｙ１、ストレージシステムＩＤが１４００１、論理ボ
リュームＩＤが２３：１０がある。
（４）コピー先の情報として拠点ＩＤとストレージシステムＩＤとボリュームＩＤ。入力
例としては拠点ＩＤがＲｅｍｏｔｅ１、ストレージシステムのＩＤが１４００２、論理ボ
リュームＩＤが２３：２０がある。
（５）コピーオプション情報。入力例としてはコピー開始後でもコピー先論理ボリューム
への書き込みを可能とするＳＶＯＬ　ＯＶＥＲＷＲＩＴＥがある。
【０２１２】
　ただし、図２０の画面は一例であり、少なくとも正ボリュームとなるボリュームのＩＤ
と、当該ボリュームを提供する（または有する）ストレージシステムのＩＤと、副ボリュ
ームとなるボリュームのＩＤと、当該ボリュームを提供（または有する）ストレージシス
テムのＩＤと、を表示（または提示）できれば他の方法を採用してもよい。他の情報（例
えばコピー種別、拠点、コピー名）についても同様である。
【０２１３】
　なお、コピー名についてはユーザの入力による文字列を採用することでユーザの利便性
が向上するが、他の情報、例えば中央管理計算機１０が作成したＩＤや文字列で代用して
もよい。
【０２１４】
　図１９は中央管理計算機１０によるストレージシステム３００に設定するコピー情報エ
ントリ１１３Ｃとコピー情報エントリ１１３Ｌを作成するためのフローである。
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【０２１５】
　（ステップ５２１０）中央管理計算機１０ははじめに、ユーザからのコピー情報エント
リ設定要求に基づき、コピー情報エントリ１１３Ｃを作成する。コピー情報エントリ設定
要求は、図２０の画面を用い、中央管理計算機１０が入出力装置を経由して受信した正ボ
リュームとなるボリュームのＩＤと、当該ボリュームを提供する（または有する）ストレ
ージシステムのＩＤと、副ボリュームとなるボリュームのＩＤと、当該ボリュームを提供
（または有する）ストレージシステムのＩＤを含む。また、ユーザー入力情報は他の情報
（例えばコピー種別、拠点、コピー名）を含んでもよい。そして、中央管理計算機１０は
コピー情報エントリ設定要求に含まれる情報に基づいて、コピー情報エントリ１１３Ｃに
格納される情報を作成する。
【０２１６】
　図２０の説明の入力例を用いて説明すると、中央管理計算機１０はコピー情報エントリ
１１３Ｃに対し、図２０の画面上のコピー名称（Ｇｒｐ１）を１１３００に、コピー種別
（非同期リモートコピー）およびコピーオプション情報を１１３０１に、正拠点ＩＤ（Ｐ
ｒｉｍａｒｙ１）を１１３０４に、正ストレージシステムのＩＤ（１４００１）を１１３
０６に、正ボリュームのＩＤ（２３：１０）を１１３０７に、副拠点ＩＤ（Ｒｅｍｏｔｅ
１）を１１３０５に、副ストレージシステムのＩＤ（１４００２）を１１３０８に、副ボ
リュームのＩＤ（２３：２０）を１１３０９に格納する。次に、中央管理計算機１０はコ
ピーペア毎に正ストレージシステムと副ストレージシステムのユニークな識別子であるペ
アＩＤを生成し、コピー情報エントリ１１３Ｃの１１３０３に格納する。
【０２１７】
　（ステップ５２２０）中央管理計算機１０は、生成したコピー情報エントリ１１３Ｃの
情報を送信すべき拠点管理計算機１１３Ｌを特定し、特定した一つ以上の拠点管理計算機
１００へ拠点コピー情報エントリ設定要求を送信する。なお、当該特定にはストレージ情
報エントリ１１４Ｃを参照することで行う。また、拠点コピー情報エントリ設定要求には
、情報として、コピー情報エントリ設定要求に基づいて作成したストレージ情報エントリ
１１３Ｃに格納した情報に対応する正ボリュームとなるボリュームのＩＤと、当該ボリュ
ームを提供する（または有する）ストレージシステムのＩＤと、副ボリュームとなるボリ
ュームのＩＤと、当該ボリュームを提供（または有する）ストレージシステムのＩＤを含
む。また、当該要求は他の情報（例えばコピー種別、拠点、コピー名）を含んでもよい。
【０２１８】
　（ステップ５２３０、ステップ５２４０）コピー情報エントリ設定要求を受信した拠点
管理計算機１００は、拠点コピー情報エントリ設定要求に含まれる情報に基づいてコピー
情報エントリ１１３Ｌを作成する。図２０の入力例を用いて説明すると、上記作成により
以下の情報及び値が格納される。
（１）１１５００＝コピー名称としてＧｒｐ１。
（２）１１３０１＝コピー種別として非同期リモートコピー。なお、コピーオプション情
報としてＳＶＯＬ　ＯＶＥＲＷＲＩＴＥが入力されているので、この入力値も格納される
。
（３）１１３０４＝正拠点のＩＤとしてＰｒｉｍａｒｙ１。
（４）１１３０６＝正ストレージシステムのＩＤとして１４００１。
（５）１１３０７＝正ボリュームのＩＤとして２３：１０。
（６）１１３０５＝副拠点ＩＤとしてＲｅｍｏｔｅ１。
（７）１１３０８＝副ストレージシステムのＩＤとして１４００２。
（８）１１３０９＝副ボリュームのＩＤとして２３：２０。
【０２１９】
　なお、上記説明ではコピー情報エントリ１１３Ｌとコピー情報エントリ１１３Ｃの作成
について述べたが、更新処理は、ステップ５２１０で取得した情報を元に、中央管理計算
機１０がコピー情報エントリ１１４Ｃに格納した情報の一部を更新したり、拠点管理計算
機１００が中央管理計算機より受信した拠点コピー情報エントリ設定要求を基にコピー情
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報エントリ１１３Ｃとコピー情報エントリ１１３Ｌに格納した情報の一部を更新すること
で実現可能である。なお、既に作成済みのコピーグループを指定してコピーペアを作成す
る場合は、作成済みのコピーグループに対応するコピー情報エントリ１１３Ｃ及びコピー
情報エントリ１１３Ｌにコピー情報エントリ設定要求に含まれる情報を５２１０乃至５２
４０の手順で登録すればよい。
【０２２０】
　また、上記処理では先にコピー情報エントリ１１３Ｃを作成したが、先にコピー情報エ
ントリ１１３Ｃを作成してもよい。
【０２２１】
　＜１－１７：　パスリモートコピー関連情報の作成処理＞
　次に、パスリモートコピー関連情報１１の作成処理について説明する。パスリモートコ
ピー関連情報１１の作成処理は、中央管理計算機１０が中央管理プログラム１２に基づい
て実行する。なお、本処理はストレージ情報エントリ１１５Ｃ又はコピー情報エントリ１
１３Ｃの作成、情報の更新及び削除を契機として実行されることが考えられるが、これ以
外の契機（例えばユーザ指示）に応じて作成してもよい。
【０２２２】
　図２１は中央管理計算機１０によるストレージシステム３００に設定するコピー情報エ
ントリ１１３を作成するためのフローである。
【０２２３】
　中央管理計算機１０ははじめに、パス情報１１５Ｃとコピー情報エントリ１１３Ｃを参
照する（ステップ５３１０）。次に、中央管理計算機１０は、パス情報１１５Ｃの論理パ
ス情報群の代表ボリューム１１５０４、１１５０６とコピー情報エントリ１１３のボリュ
ームＩＤとを比較する。
【０２２４】
　比較結果、合致する場合（ステップ５３３０Ｙｅｓ）、中央管理計算機１０はパスリモ
ートコピー関連情報１１を作成する（ステップ５３７０）。中央管理計算機１０は事前に
参照したパス情報１１５Ｃの論理パスＩＤ１１５０１と物理パスＩＤ１１５１１、および
、コピー情報エントリ１１３ＣのコピーグループＩＤを読み出し、それぞれパスリモート
コピー関連情報として登録する。
【０２２５】
　合致しない場合（ステップ５３３０Ｎｏ）、中央管理計算機１０はさらに、パス情報テ
ーブルのパス種別を確認し、パス種別がボリューム集合パス（ＣＵ）の場合、特定ボリュ
ーム範囲（例えば２５６個）にコピー情報エントリテーブルのボリュームＩＤが収まるか
否かを判定する（ステップ５３４０）。ステップ５３４０の判定の結果、収まる場合（ス
テップ５３４０Ｙｅｓ）、中央管理計算機１０はパスリモートコピー関連情報を作成する
（ステップ５３７０）。
【０２２６】
　ステップ５３４０の判定の結果、収まらない場合（ステップ５３４０Ｎｏ）、中央管理
計算機１０はさらにパスの種別がストレージである場合（ステップ５３５０Ｙｅｓ）、中
央管理計算機１０は、中央管理計算機１０はパスリモートコピー関連情報を作成する（ス
テップ５３７０）。
パス種別がストレージ以外の場合、（ステップ５３５０Ｎｏ）、中央管理計算機１０はパ
スリモートコピー関連情報１１を作成せず、パスリモートコピー関連情報の作成処理を終
了する（ステップ５３６０）。
【０２２７】
　以上の処理により、パスリモートコピー関連情報に論理パスと物理パスの対応と論理パ
スとコピーグループとの対応を示す情報を格納または更新することができる。
【０２２８】
　なお、論理パスと物理パスとの対応はパス情報１１５Ｃにも格納されているため、以後
の論理パスと物理パスとの対応を取得するためのパスリモートコピー関連情報の参照はパ
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ス情報１１５Ｃの参照で代用してもよい。また、論理パスとコピーグループとの対応をパ
スリモートコピー関連情報の代わりにコピー情報エントリに格納してもよく、その場合は
コピーグループと論理パスとの対応を取得するためのパスリモートコピー関連情報の参照
はコピー情報エントリ１１３Ｃの参照で代用してもよい。
【０２２９】
　また、これまで説明した処理及び入力（または中央管理計算機が受信する設定に関する
情報）では、間接的にコピーグループ（又はコピーペア）と論理パスとの対応を間接的に
求めていた。しかし、その代替としてコピー情報エントリの作成処理にてコピーグループ
と論理パスとの対応を中央管理計算機１０が受信し、当該対応をパスリモートコピー関連
情報に格納してもよい。
【０２３０】
　＜１－１８：　論理パスの構築処理＞
　次に、論理パスの構築処理について説明する。論理パスの構築処理は、中央管理計算機
１０が拠点管理計算機１００を介してストレージシステム３００にストレージ論理パス構
築要求を発行することで実現される。以下に図１５を参照しつつ中央管理計算機１０と拠
点管理計算機１００とストレージシステム３００の処理を示す。
【０２３１】
　図１５の５０００の処理として、中央管理計算機１０は論理パス構築要求を受信する。
なお、論理パス構築要求はパス情報作成処理実行後に受信する。図１８の画面に適用ボタ
ンを追加し、ユーザによる当該ボタンを押すための入出力装置の操作を受けたことをもっ
て論理パス構築要求を受信したものとしてもよい。中央管理計算機１０は全ての拠点管理
計算機１００に対して拠点論理パス構築要求を送信する。
【０２３２】
　図１５の５０１０の処理として、拠点管理計算機１００は拠点論理パス構築要求を受信
する。
【０２３３】
　図１５の５０２０の処理として、図２２に示す以下の処理を行う。
【０２３４】
　（ステップ５０２０５１）拠点管理計算機１００は、パス情報１１５Ｌを参照すること
で、ストレージシステムに対して構築済みの論理パスを特定し、特定した構築済み論理パ
スの情報に基づいて構築対象の一つ以上の論理パスを特定し、構築対象の一つ以上の論理
パスに対応する一つ以上の物理パスを特定する。なお、構築済みの論理パスの特定はスト
レージシステム３００の論理パスに関する情報を受信し、パス情報１１５と比較すること
で実現できるが、これ以外の方法を用いても良い。
【０２３５】
　さらに拠点管理計算機１００は、パス情報１１５Ｌを参照することで以下を特定する。
（１）正ストレージシステムのＩＤと副ストレージシステムのＩＤ
（２）構築対象の一つ以上の論理パスに対応する情報
（３）構築対象の一つ以上の論理パスに対応した一つ以上の物理パスに対応する情報
拠点管理計算機１００は、上記（１）と（２）と（３）を含むストレージ論理パス構築要
求を作成する。なお、ストレージ論理パス構築要求は上記情報と論理パスの構築を要求し
ていることが判別できれば、複数のコマンドから構成されていてもよい。
【０２３６】
　なお、上記（２）の情報は、論理パスのＩＤであることが考えられるが、構築済みの論
理パスを特定するか、構築済みの論理パス以外のパスであることが判別可能な情報であれ
ばＩＤ以外の情報であってもよい。また、上記（３）の情報は、正ストレージシステムの
ストレージポートのＩＤと副ストレージシステムのストレージポートのＩＤが考えられる
が、物理パスを特定できる情報であればこれ以外の情報であってもよい。
【０２３７】
　（ステップ５０２０５２）拠点管理計算機１００は、作成したストレージ論理パス構築
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要求をストレージシステムに送信する。
【０２３８】
　図１５の５０３０の処理として、ストレージシステム３００は図２６に示す以下の処理
を行う。
【０２３９】
　（ステップ７０６００１０）ストレージシステム３００は、ストレージ論理パス構築要
求を受信し、当該ストレージシステム３００の物理パスを構成するストレージポート（以
後、正ストレージポートと呼ぶことがある）と、副ストレージシステムと、物理パスを構
成する副ストレージシステムが有するストレージポート（以後、副ストレージポートと呼
ぶことがある）と、を特定する。
【０２４０】
　（ステップ７０６００２０）ストレージシステム３００は、正ストレージポートと副ス
トレージポートから構成される物理パスの情報がパス管理情報１２２０に格納されている
かどうかを判断し、格納されていない場合は、正ストレージポートのＩＤと副ストレージ
システムのＩＤと副ストレージポートのＩＤとを格納する。
【０２４１】
　（ステップ７０６００３０）ストレージシステム３００は、受信したストレージ論理パ
ス構築要求で指定された論理パスに対して指定された物理パスが対応していることを示す
情報をパス管理情報１２２０へ格納する。なお、既に格納済みの論理パスの正ボリューム
（または正代表ボリューム）と副ボリューム（または副代表ボリューム）との組み合わせ
と今回構築対象となっている論理パスに対応した正ボリューム（または正代表ボリューム
）と副ボリューム（または副代表ボリューム）が同じ場合は、当該格納済みの論理パスの
ＩＤと同じＩＤを今回構築対象となっている論理パスにも割り当て、そうでない場合は別
なＩＤを今回構築対象となっている論理パスに割り当てる。これによって、同じ正ボリュ
ーム（または正代表ボリューム）と副ボリューム（または副代表ボリューム）に対応した
論理パスは全て同じＩＤを割り当てられることになるが、これ以外の判断を用いて複数の
論理パスに同じＩＤを割り当てても良い。
【０２４２】
　（ステップ７０６００４０）ストレージシステム３００は、論理パス構築相手となるス
トレージシステム３００（ストレージ論理パス構築要求が正ストレージシステムへ送信さ
れている場合は副ストレージシステムが該当する）へストレージ論理パス構築要求に含ま
れる情報に対応する情報を含むストレージ間論理パス構築要求を作成する。
【０２４３】
　なお、ストレージ間論理パス構築要求に含まれる情報を以下に示す。
（１）ストレージ論理パス構築要求で指定された正ストレージシステムのＩＤと副ストレ
ージシステムのＩＤ
（２）ストレージ論理パス構築要求で指定された論理パスに対応する情報
（３）ストレージ論理パス構築要求で指定された論理パスに対応する物理パスに対応する
情報
ここで、上記（２）と（３）の情報の例はストレージ論理パス構築要求で説明したもので
あってもよい。
【０２４４】
　（ステップ７０６００５０）ストレージシステム３００は、作成したストレージ間論理
パス構築要求を副ストレージシステムへ送信する。
当該要求を受信した副ストレージシステムは当該要求に対応する処理として７０６００１
０乃至７０６００３０と７０６００６０を行う。
【０２４５】
　（ステップ７０６００６０）ストレージシステム３００は、当該論理パスを有効にする
。そしてストレージシステム３００は、有効となった論理パスについて、正ストレージシ
ステム３００ａは副ストレージシステム３００ｂと定期的に物理パスが使用可能であるこ
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とを確認してもよい。物理パスの確認はストレージシステム３００ａが定期的に空データ
のデータ転送フレーム１８４０を副ストレージシステムＢに転送し、その応答で確認する
方法がある。
【０２４６】
　以上の処理により、ストレージシステム３００に対して拠点管理計算機１００に格納し
たパス情報１１５Ｃ又はパス情報１１５Ｌに従った論理パスの構築を要求し、ストレージ
システムは当該要求に従った論理パスの構築を行うことができる。
【０２４７】
　なお、中央管理計算機１０が全ての拠点管理計算機１００に対して拠点パス構築要求を
送信する代わりとして、一部の拠点管理計算機１００に対して当該要求を送信するように
しても良い。この場合の一部の拠点管理計算機の特定は、ストレージシステム３００に構
築済みの論理パスに関する情報をストレージシステム３００から拠点管理計算機経由で取
得し、当該取得した情報とパス情報１１５Ｃとを比較することで行うことが考えられる。
しかし、他の方法を用いて一部の拠点管理計算機１００の特定を行っても良い。
【０２４８】
　なお、以上の処理はパス情報１１５Ｃ及びパス情報１１５Ｌの作成及び一部情報の更新
及び削除にも適用可能である。
【０２４９】
　＜１－１９：　リモートコピーの開始処理＞
次に、リモートコピーの開始処理について説明する。リモートコピーの開始処理は、中央
管理計算機１０が拠点管理計算機１００を介してストレージシステム３００にリモートコ
ピー開始要求を発行することで実現される。以下に図１５を参照しつつ中央管理計算機１
０と拠点管理計算機１００とストレージシステム３００の処理を示す。
【０２５０】
　図１５のステップ５０００の処理として、中央管理計算機１０はリモートコピー開始要
求を受信する。なお、リモートコピー開始要求はコピー情報の作成処理実行後に受信する
。図２０の画面に適用ボタンを追加し、ユーザによる当該ボタンを押すための入出力装置
の操作を受けたことをもってリモートコピー開始要求を受信したものとしてもよい。中央
管理計算機１０は全ての拠点管理計算機１００に対して拠点リモートコピー開始要求を送
信する。
【０２５１】
　図１５のステップ５０１０の処理として、拠点管理計算機１００は拠点リモートコピー
開始要求を受信する。
【０２５２】
　図１５のステップ５０２０の処理として、図２３に示す以下の処理を行う。
【０２５３】
　（ステップ５０２０６１）拠点管理計算機１００は、拠点コピー情報を参照することで
、リモートコピー開始済みのコピーペアを特定し、特定したコピー開始済みコピーペアの
情報に基づいて開始対象の一つ以上のコピーペアを特定する。なお、開始済みのコピーペ
アの特定はストレージシステム３００のコピーペアに関する情報を受信し、パス情報１１
５と比較することで実現できるが、これ以外の方法を用いても良い。
【０２５４】
　さらに拠点管理計算機１００は、拠点コピー情報を参照することで以下を特定する。
（１）開始対象のコピーペアの正ストレージシステムのＩＤと正ボリュームのＩＤ
（２）開始対象のコピーペアの副ストレージシステムのＩＤと副ボリュームのＩＤ
（３）開始対象のコピーペアのコピー種別
（４）開始対象のコピーペアのＩＤ
（５）開始対象のコピーペアが含まれるコピーグループのＩＤ
拠点管理計算機１００は、上記（１）乃至（５）とを含むストレージコピーペア開始要求
を作成する。なお、ストレージコピーペア開始要求は上記情報とコピーペアの開始を要求
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していることが判別できれば、複数のコマンドから構成されていてもよい。
【０２５５】
　（ステップ５０２０６２）拠点管理計算機１００は、作成したストレージコピーペア開
始要求を正ストレージシステム（または副ストレージシステム）に送信する。
【０２５６】
　図１５のステップ５０３０の処理として、ストレージシステム３００は図２７に示す以
下の処理を行う。
【０２５７】
　（ステップ８０１０）正ストレージシステム３００ａは、ストレージコピーペア開始要
求を受信し、当該要求から抽出した情報に基づいて、コピーペア管理情報１２１０Ａを作
成する。
具体的には、正ストレージシステム３００ａは、ストレージコピーペア開始要求にて指定
された正ボリュームのＩＤをコピー元の正ボリュームとしてコピーペア管理情報１２１０
の論理ボリュームＩＤ１２１０１に格納する。次に、正ストレージシステム３００ａは、
初期コピー中を、コピーペア管理情報１２１０のコピー状態情報１２１０２に格納する。
さらに、正ストレージシステム３００ａは、当該要求に含まれるコピーペアのＩＤをコピ
ーペアＩＤ１２１００に格納し、当該要求に含まれるコピーグループＩＤコピーグループ
ＩＤ１２１００に格納し、当該要求に含まれるコピー種別を、コピーペア管理情報１２１
０のコピー種別１２１０６に格納する。
【０２５８】
　（ステップ８０２０）ストレージシステム３００ａは、リモートコピー開始相手となる
ストレージシステム３００ｂへストレージコピーペア開始要求に含まれる情報に対応する
情報を含むストレージ間コピーペア開始要求を作成する。
【０２５９】
　なお、ストレージ間コピーペア開始要求に含まれる情報を以下に示す。
（１）開始対象のコピーペアの正ストレージシステムのＩＤと正ボリュームのＩＤ
（２）開始対象のコピーペアの副ストレージシステムのＩＤと副ボリュームのＩＤ
（３）開始対象のコピーペアのコピー種別
（４）開始対象のコピーペアのＩＤ
（５）開始対象のコピーペアが含まれるコピーグループのＩＤ
　（ステップ８０３０）ストレージシステム３００ａは、作成したストレージ間論理パス
構築要求を副ストレージシステム３００ｂへ送信する。
【０２６０】
　（ステップ８０４０）当該要求を受信した副ストレージシステム１００ｂはコピー管理
情報１２１０ｂの生成または更新のため、当該要求に対応する処理として８０１０乃至８
０３０を行う。
【０２６１】
　（ステップ８０５０）次に、正ストレージシステム３００ａは、正ボリュームが格納す
るデータを副ストレージシステムの副ボリュームにコピーする初期コピーを開始する。
【０２６２】
　なお、初期コピー中の正ストレージシステム３００は、コピーペア管理情報１２１０Ａ
の論理ボリュームＩＤ１２１０１によって識別される正ボリュームからデータを読み出し
、読み出し元の正ボリュームのＩＤ（または対応する副ボリュームのＩＤ）と正ボリュー
ムのアドレス（または対応する副ボリュームのアドレス）と読み出したデータを含む初期
コピー要求を作成し、副ストレージシステム３００ｂへ送信する。
【０２６３】
　初期コピー要求を作成した副ストレージシステム３００ｂは当該リクエストが特定した
副ボリュームと副ボリュームのアドレスに対して正ボリュームから読み出したデータを書
き込む。
【０２６４】
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　＜１－２０：　ストレージシステムによるＩＯ要求処理＞
　次に、ストレージシステム３００によるＩＯ要求受信時の処理について説明する。
【０２６５】
　図２５はストレージシステム３００によるＩＯ要求受信後の処理フローである。なお、
当該処理はＩＯ処理プログラム１２９０をプロセッサ１３１０が実行することで実現され
る。
【０２６６】
　（ステップ７０００、ステップ７０１０）ストレージシステム３００はＩＯ要求７３０
０を受信し、ＩＯ要求の要求内容を解析する。解析の結果、当該ＩＯ要求の要求内容が書
き込み要求である場合は７０２０を実行し、そうでない場合はステップ７０３０を実行す
る。
【０２６７】
　（ステップ７０２０）ストレージシステム３００は書き込み処理を実施する。なお、書
き込み処理とはＩＯ要求７３００に格納されるあて先７３００１の論理ボリュームに対し
、オプション７３０５にあるデータを格納する処理である。
【０２６８】
　（ステップ７０３０）ストレージシステム３００は、要求内容が読み込み要求であるか
を判定し、読み込み要求である場合はステップ７０４０を実行し、そうでない場合はステ
ップ７０６０を実行する。
【０２６９】
　（ステップ７０４０）ストレージシステム３００は読み込み処理を実施する。なお、読
み込み処理とはＩＯ要求７３００の宛先に格納される論理ボリュームに格納されるデータ
を取り出し、ＩＯ要求発行元のホスト計算機に当該データを返送する処理である。
【０２７０】
　（ステップ７０６０）ストレージシステム３００は各機能実施のための処理を実施する
。
【０２７１】
　＜１－２１：　各機能実施のための処理＞
　図２５のステップ７０６０にて実施される処理としては以下がある。
【０２７２】
　（１）前述の論理パスの構築処理におけるストレージ論理パス構築要求を受信したスト
レージシステム３００での処理
　（２）前述のリモートコピーの開始処理におけるストレージリモートコピー開始要求を
受信したストレージシステム３００での処理
　（３）拠点管理計算機１００からのパス状態取得要求を受信し、パス管理情報１２２０
に格納した一部または全ての情報を拠点管理計算機１００へ送信する処理。当該要求は論
理パスの構築処理にて拠点管理計算機１００がストレージシステム３００の論理パスの構
築状況を参照するために用いられる他、図３０のパスの監視処理でも用いられるが、ユー
ザの要求を受信した中央管理計算機１０が拠点管理計算機に当該要求を送信することでこ
れら情報を取得してもよい。
【０２７３】
　ストレージシステム３００は、当該要求に応じて少なくともこれまで説明してきた論理
パスを特定する情報と論理パスに対応する物理パスを特定する情報を拠点管理計算機１０
０へ送信する。また、ストレージシステム３００から拠点管理計算機１００又は中央管理
計算機１０（拠点管理計算機１００を経由して）へ送信する情報としては上記情報以外に
、物理パスの状態を含めてもよい。これによって物理パスに関する障害を検知できる可能
性を向上することができる。
【０２７４】
　（４）拠点管理計算機１００からのコピーペア情報参照要求を受信し、コピーペア管理
情報１２１０に格納した一部または全ての情報を拠点管理計算機１００へ送信する処理。
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当該要求はコピーペアの開始処理にて拠点管理計算機１００がストレージシステム３００
のコピーペアの開始状況を参照するために用いられ、少なくともこれまで説明してきたコ
ピーペアを特定する情報を拠点管理計算機１００へ送信する。さらに、ユーザの要求を受
信した中央管理計算機１０が拠点管理計算機に当該要求を送信することでこれら情報を取
得してもよい。また、ストレージシステム３００から拠点管理計算機１００又は中央管理
計算機１０（拠点管理計算機１００を経由して）へ送信する情報としては上記情報以外に
、コピー状態情報１２１０３を含めることでリモートコピーの開始状況や進捗状況を把握
することができる。
【０２７５】
　＜１－２２：　ストレージシステムによるリモートコピー継続処理（定常コピー）＞
　正副ストレージシステム３００は、初期コピー処理が終了すると、リモートコピーの継
続処理（以後、定常コピーとよぶ）の運用を開始する。つまり、正副ストレージシステム
３００は、正ボリュームのデータと副ボリュームのデータとが一致してから、定常コピー
の運用を開始する。
【０２７６】
　具体的には、正ストレージシステム３００ａは、初期コピー処理を終了してから書き込
み要求を受信すると、定常コピー処理を実行する。例えば、正ストレージシステム３００
ａは、正ボリュームにデータを書き込むと、当該書き込みデータを副ボリュームにも書き
込む。
【０２７７】
　図２９は、本発明の実施例１のストレージシステム３００によって実行される定常コピ
ー処理の一例を示すフローチャートである。なお、定常コピーは図２９以外の処理によっ
て実現してもよい。
【０２７８】
　正ストレージシステム３００ａは、ＩＯ要求７３００を受信する。当該ＩＯ要求７３０
０は、書き込み要求である。次に、正ストレージシステム３００ａは、ＩＯ要求７３００
のオプション７３００５から、書き込みが要求されるデータ（書き込みデータ）を抽出す
る。次に、正ストレージシステム３００ａは、ＩＯ要求７３００の宛先７３００１から、
ストレージＩＤ及びボリュームＩＤを抽出する。
【０２７９】
　次に、正ストレージシステム３００ａは、抽出した書き込みデータを、取得した論理ボ
リュームＩＤによって識別される論理ボリュームＶｏｌに書き込む。
【０２８０】
　（ステップ８２５０）次に、正ストレージシステム３００ａは、データ転送フレーム１
８４０（図２８を参照）を作成する。
【０２８１】
　具体的には、コピー元の正ストレージシステム３００ａは、取得した論理ボリュームＩ
Ｄとコピーペア管理情報１２１０Ａの論理ボリュームＩＤ１２１０１とが一致するコピー
ペア管理情報１２１０を選択する。次に、コピー元の正ストレージシステム３００ａは、
選択したコピーペア管理情報１２１０Ａから、コピー対象ストレージＩＤ１２１０３及び
コピー対象ボリュームＩＤ１２１０４を抽出する。
【０２８２】
　次に、正ストレージシステム３００ａは、抽出したコピー対象ボリュームＩＤ１２１０
４を、データ転送フレーム１８４０の論理ボリュームＩＤ１８４０１に格納する。次に、
正ストレージシステム３００ａは、書き込みデータを格納したブロックのアドレスを、デ
ータ転送フレーム１２４０のブロックアドレス１８４０２に格納する。
【０２８３】
　次に、正ストレージシステム３００ａは、書き込みデータの大きさを、データ転送フレ
ーム１８４０のライトデータ長１８４０３に格納する。次に、正ストレージシステム３０
０ａは、書き込みデータの一部又は全部を、データ転送フレーム１８４０の転送データ１
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８４０４に格納する。
【０２８４】
　次に、正ストレージシステム３００ａは、定常コピーにおいて当該転送フレーム１８４
０を作成した順番を、データ転送フレーム１８４０の通し番号１８４０５に格納する。次
に、正ストレージシステム３００ａは、抽出したコピー対象ストレージＩＤを、データ転
送フレーム１８４０の転送先ストレージＩＤ１８４０６に格納する。
【０２８５】
　（ステップ８２６０）次に、正ストレージシステム３００ａは、メモリ１２００、から
パス管理情報１２４０Ａを参照し、転送可能な論理パスを特定する。さらに、正ストレー
ジシステム３００ａは、当該論理パスを用いて、作成したデータ転送フレーム１８４０を
、副ストレージシステム３００ｂに送信する。
【０２８６】
　（ステップ８２７０）副ストレージシステム３００ｂは、データ転送フレーム１８４０
を受信する。すると、副ストレージシステム３００ｂは、データ転送フレーム１８４０の
論理ボリュームＩＤ１８４０１によって識別される論理ボリュームＶｏｌに、データ転送
フレーム１８４０の転送データ２３Ｄを書き込む。
【０２８７】
　そして、ストレージシステム３００は、一つのＩＯ要求に対応する定常コピーの処理を
終了する。
【０２８８】
　＜１－２３：　中央管理計算機によるパス監視処理＞
　次に、中央管理計算機１００によるパスの監視処理について説明する。パスの障害監視
は論理パス、物理パスの双方が対象となる。パスの監視処理は、中央管理計算機１０が繰
り返し拠点管理計算機１００を介してストレージシステム３００にパス状態取得要求を発
行することで実現される。
【０２８９】
　図３０は中央管理計算機１０によるパスの監視処理のフローである。
【０２９０】
　（ステップ６０００）パス監視のため、中央管理計算機１０は定期的にパス監視要求を
拠点計算機１００に送信する。拠点管理計算機１００は、中央管理計算機から受信した要
求に従い、パス状態取得要求であるＩＯ要求を作成し、ストレージシステム３００に送信
し、ストレージシステムから少なくとも物理パス状態を含む情報を受信する。
【０２９１】
　（ステップ６０１０）中央管理計算機１０は拠点管理計算機１００から少なくとも物理
パス状態を含む情報を受信する。なお、当該情報は拠点管理計算機がパス状態取得要求の
結果として受信した、物理パス状態を含む情報に基づいて中央管理計算機１０へ送信した
情報である。
【０２９２】
　（ステップ６０２０）中央管理計算機１０は、受信した結果から、論理パス及び、物理
パスに対し、障害有無を確認すし、論理パス、物理パスのいずれかで障害を検出した場合
はステップ６０３０を実行し、そうでない場合は終了する。
【０２９３】
　（ステップ６０３０）中央管理計算機１０は、パスリモート関連情報１１を参照し、障
害が発生した物理パスに対応する一つ以上の論理パスを特定し、図３１のような画面を用
いて、特定した物理パスに障害が発生し、特定した論理パスに影響が生じる旨の情報を表
示する。なお、このような情報の表示にメール、ＳＮＭＰなどの別のユーザ通知手段を用
いてもよい。
【０２９４】
　（ステップ６０４０）中央管理計算機１０はパスリモート関連情報１１を参照し、特定
した論理パスに対応するコピーペア（またはコピーグループ）を特定する。なお、当該特
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定のために中央コピー情報を参照してもよい。
【０２９５】
　（ステップ６０５０）中央管理計算機１０は６０４０によって特定されたコピーペアま
たはコピーグループが存在したかどうかを判断し、存在した場合はステップ６０６０を実
行し、存在しない場合は終了する。
【０２９６】
　（ステップ６０６０）中央管理計算機１０は図３１に特定したリモートコピー（または
コピーグループ）に影響が生じる旨の情報を表示する。なお、このような情報の表示にメ
ール、ＳＮＭＰなどの別のユーザ通知手段を用いてもよい。
【０２９７】
　なお、パスリモート関連情報１１を参照することで特定された論理パスが障害を検知し
た物理パスにのみ対応している場合は、リモートコピーのデータ転送が不可能（または失
敗する）ことを意味する文字列（例えば「障害」）を表示してもよい。同様にパスリモー
ト関連情報１１を参照することで特定された論理パスが複数の物理パスに対応しており、
その一部の物理パスのみが障害で、他の一部の物理パスが正常な場合はデータ転送が可能
であるが、転送性能に影響が生じる恐れのあるメッセージ（または情報）と共に、図３２
のようなリモートコピーの性能画面を表示してもかまわない。本実施の形態で想定する性
能情報とは、リモートコピー間データのスループット、遅延時間などの情報であってスト
レージシステム３００が測定した情報である。
【０２９８】
　また、図３０に示すフローでは中央管理計算機１０が繰り返し拠点管理計算機を経由し
てストレージシステム３００に対して、ストレージポートまたは物理パスに対する障害の
有無を取得しているが、障害が発生した物理パスを特定できる情報を中央管理計算機１０
または管理システムが受信できれば他の方法を用いても良い。例えば、ストレージシステ
ム３００はストレージポート及び物理パスの障害を検知した場合に障害が発生したストレ
ージポート及び物理パスの識別子を指定した通知情報を中央管理計算機１０または管理シ
ステムへ送信し、中央管理計算機１０または管理システムが当該通知情報を受信すること
でステップ６０００やステップ６０１０に代えてもよい。さらには図３０のフローを当該
通知情報の受信を契機として開始してもよい。なお、当該通知情報はホスト計算機１０が
中継してもよく、さらに当該通知情報として物理パスを特定可能な情報を含めて通信装置
から送信してもよい。なお、この場合の物理パスを特定可能な情報とは、以下の例がある
。
【０２９９】
　（例１）管理システムが、物理パス情報として各物理パスを構成する通信装置の識別子
を管理している場合は、物理パスを特定可能な情報は通信装置の識別子となる。
【０３００】
　（例２）管理システムが、物理パス情報として各物理パスを構成する複数の通信装置の
識別子と複数の通信装置間のネットワークの識別子を管理している場合は、物理パスを特
定可能な情報は通信装置の識別子とネットワークの識別子となる。
【０３０１】
　なお、ステップ６０６０の一環としてコピー情報や１１３Ｃやパス情報１１５Ｃやパス
リモートコピー関連情報１１を参照することで、パス障害の影響を受けていないコピーペ
ア又はコピーグループの識別情報を表示させてもよい。
【０３０２】
　以上のように、本発明の実施例１の計算機システム１では、パスの障害検出時に該当す
るリモートコピーを検出することができる。
【実施例２】
【０３０３】
　本発明の実施例２の計算機システム２によれば、リモートコピーを実施する正副ストレ
ージシステム間の距離延長のために使用されるエクステンダー装置の障害をパス障害の１



(40) JP 5486793 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

つとして管理し、リモートコピーの状態と関連づけて管理することができる。ここで、エ
クステンダーとはデータ伝送距離を伸ばすため、ファイバーチャネルやＦＩＣＯＮでスト
レージシステムから受信したデータを伝送距離に制限のないＩＰネットワークなどにデー
タ変換する装置である。
【０３０４】
　なお、図示はしていないが、正ストレージシステム３００ａ１及び正ストレージシステ
ム３００ａ２は拠点管理計算機１００ａとホスト計算機２００ａに接続し、副ストレージ
システム３００ｂ１及び副ストレージシステム３００ｂ２は拠点管理計算機１００ｂとホ
スト計算機２００ｂに接続している。また、特に説明の無い事項については実施例１と同
様であるものとする。
【０３０５】
　図３３にエクステンダーを含んだ計算機システム２を示す。図３３ではストレージシス
テム３００ａ、３００ｂの間に２つの正副エクステンダー９００Ａ、９００Ｂが接続され
ている。
【０３０６】
　エクステンダー間は複数回線が用意されていることがあり、そのいくつかの回線が障害
になっても、ストレージシステム３００からは物理パスの障害として検出されない。しか
しながら、ストレージシステム３００からは、物理パスの実回線速度が低下する。
【０３０７】
　そこで、エクステンダー間の回線が障害になったことを中央管理計算機が検出した場合
、リモートコピーの性能情報を表示するようにすることで、有用な情報をユーザに提示で
きる。
拠点管理計算機１００はそれぞれの拠点に存在するエクステンダーの情報を取得する。
【０３０８】
　図３４は中央管理計算機１０によるパスの監視処理のフローである。ただし、図３０の
フローとほぼ同じで、相違部分のみ説明する。
中央管理計算機１０はステップ６０１０で、エクステンダーからの情報も取得する。
さらに、ステップ６０７０で、中央管理計算機１０はエクステンダーの障害を判定し、障
害がある場合（ステップ６０７０Ｙｅｓ）、図３２に示したリモートコピーの性能情報画
面を表示する。
【実施例３】
【０３０９】
　実施例３の計算機システム３によれば、複数のストレージシステム３００に分散する複
数のコピーペアを束ねて、１つのコピーグループとして管理することが可能で、当該スト
レージシステム３００によるリモートコピーとパスとの関係を計算機システム３は管理す
ることができる。
【０３１０】
　なお、図示はしていないが、正ストレージシステム３００ａ１及び正ストレージシステ
ム３００ａ２は拠点管理計算機１００ａとホスト計算機２００ａに接続し、副ストレージ
システム３００ｂ１は拠点管理計算機１００ｂとホスト計算機２００ｂとに接続しいる。
また、特に説明の無い事項については実施例１と同様であるものとする。
【０３１１】
　ストレージシステム３００は複数のリモートコピーを束ねることで、図３５のように複
数のストレージシステム３００をまたがって構成されるリモートコピーを実現することが
できる。これは、１つのストレージシステムでは処理しきれない大規模ボリューム構成の
リモートコピーを実現することができる。上記実現のため、ストレージシステム３００で
は、ストレージシステム間で連携し、さらにストレージステム内のコピーペア管理情報１
２１０の拡張コピーグループＩＤ１２１０６にシステムで唯一のＩＤを付与し管理する。
【０３１２】
　ただし、上記のようなリモートコピーでは１つのストレージシステムのパス障害で別ス
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トレージシステムのリモートコピーも障害になりうる。そのため、連携するすべてのリモ
ートコピーがパス障害で影響を受けることをユーザに示すことが重要となる。
【０３１３】
　ここで、図３０の中央管理計算機１０によるパスの監視処理のフローでは以下のステッ
プが異なる。すなわち、ステップ６０５０の判定で、パス障害に関係のあるリモートコピ
ーを検出する場合、ステップ６０６０で、中央管理計算機１０は従来検出されるリモート
コピーだけでなく、さらにコピー情報エントリ１１３の当該リモートコピーの拡張コピー
グループＩＤ１１３１０が共通の別リモートコピーを検索し、検出したすべてのリモート
コピーを図３１の画面に表示する。
【実施例４】
【０３１４】
　本発明の実施例４の計算機システム４によれば、図３６Ａのように、ストレージシステ
ム３００は複数のストレージシステムに対し、１つのストレージシステムの１論理ボリュ
ームのデータをリモートコピーとして転送することができる。また、図３６Ｂのように、
実施例４のストレージシステムでは正ストレージシステムもしくはホスト計算２００が障
害の時、複数の副ストレージシステム間で、リモートコピー処理を継続することができる
。
【０３１５】
　なお、図示はしていないが、正ストレージシステム３００ａ１及び正ストレージシステ
ム３００ａ２は拠点管理計算機１００ａとホスト計算機２００ａに接続し、副１ストレー
ジシステム３００ｂ１は拠点管理計算機１００ｂとホスト計算機２００ｂとに接続し、副
２ストレージシステム３００ｂ２は別な拠点管理計算機と別なホスト計算機に接続してい
る。また、特に説明の無い事項については実施例１と同様であるものとする。
【０３１６】
　なお、論理パスの一つは正ストレージシステム３００ａのストレージポートと副１スト
レージシステム３００ｂ１のストレージポートとの間に設定され、もう一つの論理パスは
正ストレージシステム３００ａのストレージポートと副２ストレージシステム３００ｂ２
のストレージポートとの間に設定される。また、正ストレージシステム３００ａから副１
ストレージシステム３００ｂ１へのリモートコピーの一つ以上のコピーペアで一つ目のコ
ピーグループを構成し、正ストレージシステム３００ａから副２ストレージシステム３０
０ｂ２へのリモートコピーの一つ以上のコピーペアで一つ目のコピーグループを構成する
。
【０３１７】
　この場合、ストレージシステム３００ａからストレージシステム３００ｂ１、ストレー
ジシステム３００ｂ２の双方にリモートコピー実施中に、ストレージシステム３００ｂ１
と３００ｂ２間のパスに障害がある場合、ストレージシステム３００ａ、もしくはホスト
計算機２００障害時のリモートコピー継続が不可能になる場合がある。そこで、ストレー
ジシステム３００ｂ１、３００ｂ２間のパス障害検出時はストレージシステム３００ａ、
３００ｂ１とストレージシステム３００ａ、３００ｂ２間のリモートコピーに関連する障
害情報として表示することは、上記第４の実施例では重要となる。
そこで、中央管理計算機１０では、パスリモートコピー関連情報の追加情報１１０４に、
関連するパス情報を付与する。たとえば、ストレージシステム３００ａとストレージシス
テム３００ｂ１との間の関係をパスリモートコピー関連情報１１に登録する場合、ストレ
ージシステム３００ｂ１とストレージシステム３００ｂ２間の論理パスＩＤを追加情報１
１０４に記録する。
【０３１８】
　また、図３０の中央管理計算機１０によるパスの監視処理のフローでは以下のステップ
が異なる。
【０３１９】
　ステップ６０５０で、中央管理計算機１０がパス障害範囲を論理パスＩＤ１１０１、物
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理パスＩＤ１１０２だけでなく、追加情報に記載された論理パスにまで適用し、関連する
リモートコピーを検出する。
【図面の簡単な説明】
【０３２０】
【図１】実施例１における計算機システムの構成を示すブロック図である。
【図２】実施例１における拠点管理計算機の構成を示すブロック図である。
【図３】実施例１における中央管理計算機の構成を示すブロック図である。
【図４】実施例１におけるホスト計算機の構成を示すブロック図である。
【図５】実施例１における論理パスと物理パスを示すブロック図である。
【図６】実施例１におけるストレージ情報エントリの構成を示すブロック図である。
【図７】実施例１におけるコピー情報エントリの構成を示すブロック図である。
【図８】実施例１における拠点ＩＤの構成を示すブロック図である。
【図９】実施例１におけるパス情報の構成を示すブロック図である。
【図１０】実施例１におけるパスリモートコピー関連情報の構成を示すブロック図である
。
【図１１】実施例１における拠点管理計算機情報の構成を示すブロック図である。
【図１２】実施例１におけるコピーペア管理情報の構成を示すブロック図である。
【図１３】実施例１におけるボリューム管理情報の構成を示すブロック図である。
【図１４】実施例１におけるＩＯ要求の構成を示すブロック図である。
【図１５】実施例１における中央管理計算機からストレージシステムの制御フローを示す
図である。
【図１６】実施例１における拠点管理計算機からストレー情報作成のためのフローを示す
図である。
【図１７】実施例１における拠点管理計算機からストレージシステムの制御フローを示す
図である。
【図１８】実施例１におけるパス情報作成のための画面イメージ図である。
【図１９】実施例１における中央管理計算機から拠点管理計算機にパス情報を転送するた
めのフローを示す図である。
【図２０】実施例１におけるコピー情報エントリ作成のための画面イメージ図である。
【図２１】実施例１におけるパスリモートコピー関連情報作成のためのフローを示す図で
ある。
【図２２】実施例１における論理パス構築をストレージシステムに要求するためのフロー
を示す図である。
【図２３】実施例１におけるリモートコピー開始をストレージシステムに要求するための
フローを示す図である。
【図２４】実施例１における中央管理計算機におけるパス管理情報構成を示す図である。
【図２５】実施例１におけるストレージシステム３００によるＩＯ要求受信後の処理フロ
ーを示す図である。
【図２６】第１ストレージシステム３００におけるパス構築のための処理フローを示す図
である。
【図２７】実施例１における正副ストレージシステム３００によって実行されるリモート
コピーの開始処理（以後、初期コピー処理とよぶ）のフローチャートを示す図である。
【図２８】実施例１におけるにデータ転送フレーム１２４０の一例を示す図である。
【図２９】実施例１における中央管理計算機におけるパス管理情報構成のブロックを示す
図である。
【図３０】実施例１における中央管理計算機１０によるパスの監視処理のフローを示す図
である。
【図３１】実施例１における中央管理計算機における論理パス、物理パスの障害をしめす
画面イメージを示す図である。
【図３２】実施例１における中央管理計算機におけるリモートコピーの転送性能画面を示
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す図である。
【図３３】実施例２における中央管理計算機におけるエクステンダーを含んだ計算機シス
テム２を示す図である。
【図３４】実施例２における中央管理計算機１０によるパスの監視処理のフロー図である
。
【図３５】実施例３におけるシステム構成図である。
【図３６Ａ】実施例４におけるシステム構成を示すブロック図である。
【図３６Ｂ】実施例４における正ストレージシステム被災後の動作を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【０３２１】
１０・・・中央管理計算機
１００ａ・・・正拠点管理計算機
１００ｂ・・・副拠点管理計算機
２００ａ・・・正ホスト計算機
２００ｂ・・・副ホスト計算機
３００ａ・・・正ストレージシステム
３００ｂ・・・副ストレージシステム

【図１】 【図２】

【図３】
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